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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年１１月６日（水）午前９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後３時　４分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 木村勝彦  副委員長 弘　　豊  委　　員 上村高義
委　　員 藤浦雅彦  委　　員 野原　修 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　吉田和生 同部次長兼都市計画課長　土井正治
同部参事兼公園みどり課長　新留清志　　建築課長　林　弘一
都市計画課参事　嘉戸善胤　　同課参事　品川明輝　
公園みどり課長代理　竹下博和
土木下水道部長　藤井義己　　同部次長　山口　繁
同部参事兼道路管理課長　山本博毅　　同部参事兼下水道業務課長　石川裕司
道路交通課長　永田　享　　道路管理課参事　川上昭人　　　　　　　　　　　　　

　　下水道事業課長　樫本宏充
道路交通課長代理　押部吾一　　下水道業務課長代理　江草敏浩
水道部長　渡辺勝彦　　

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局主査　田村信也

１．審査案件（審査順）
認定第１号　平成２４年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
認定第５号　平成２４年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件
認定第２号　平成２４年度摂津市水道事業会計決算認定の件
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（午前９時５９分　開会）

○木村勝彦委員長　おはようございます。

　ただいまから建設常任委員会を開会い

たします。

　理事者から挨拶を受けます。

　市長。

○森山市長　おはようございます。

　先日の委員会に引き続きまして、本日

は決算審査にかかわる常任委員会を開催

していただきまして大変ありがとうござ

います。この委員会でのご審査は来年度

の予算編成につながってまいります。ど

うぞ慎重審査の上、ご認定いただきます

ようよろしくお願いいたします。

　一旦退席させていただきます。

○木村勝彦委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は藤浦委員

を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　異議なしと認め、そ

のように決定しました。

　暫時休憩します。

（午前１０時　　　休憩）

（午前１０時１分　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　藤井土木下水道部長。

○藤井土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、認定第１号、平成２４年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、土

木下水道部に係る部分につきまして、目

を追って、その主なものについて補足説

明させていただきます。

　決算事項別明細書に従いまして、まず

歳入から説明させていただきます。

　一般会計決算書３２ページをお開き願

います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料、節３、クリー

ンセンター使用料は吹田貨物ターミナル

駅の建設工事用車両がクリーンセンター

内を通行することに伴い、鉄道運輸機構

から使用料を徴収したほか、関西電力株

式会社の電柱などの占用料でございます。

目４、農林水産業使用料、節１、水路使

用料は大阪ガス株式会社ほか２件の法定

外水路占用料でございます。目５、土木

使用料、節１、道路使用料は関西電力株

式会社などほか４３件の道路占用料でご

ざいます。節４、駐車場使用料は千里丘

駅東、フォルテ摂津、摂津駅、南摂津駅

及び阪急摂津市駅の各自動車及び自転車

駐車場の使用料と駐車場用地使用料でご

ざいます。そのうち、駐車場用地使用料

は千里丘駅西自転車駐車場並びに正雀駅

南第１自転車駐車場敷地内ほか１件の関

西電力株式会社の電柱使用料でございま

す。

　３４ページをお開き願います。

　項２、手数料、目１、節１、総務手数

料のうち、下から２行目の諸証明手数料

は道路幅員証明３９件の手数料でござい

ます。

　３６ページをお開き願います。

　目２、衛生手数料、節５、し尿処理手

数料はし尿浄化槽汚泥の処理手数料及び

浄化槽清掃業許可申請手数料ほか１件で

ございます。目３、農林水産業手数料、

節２、明示手数料は水路敷地境界明示２

０件の手数料でございます。目４、土木

手数料、節１、明示手数料で上から１行

目は道路敷地境界等明示６７件の手数料

でございます。

　３８ページをお開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助
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金、目３、土木費国庫補助金、節１、交

通対策費補助金は千里丘三島線道路改良

工事補助金でございます。節２、地籍調

査費補助金は都市再生地籍調査委託補助

金でございます。節３、道路橋梁費補助

金は社会資本整備総合交付金で摂津市内

道路橋修繕計画策定業務委託でございま

す。

　４６ページをお開き願います。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目３、衛生費府補助金、節２、権限移譲

交付金のうち、下水道業務課分の浄化槽

設置に係る届け出受理などの事務の権限

移譲に係る交付金でございます。

　４８ページをお開き願います。

　目６、土木費府補助金、節２、地籍調

査費補助金は都市再生地籍調査委託補助

金でございます。

　５０ページをお開き願います。

　項３、委託金、目２、土木費委託金、

節１、土木管理費委託金は大阪府からの

河川環境整備工事委託金と鶴野橋外ポン

プ管理委託金及び自転車等移動保管業務

委託金でございます。款１６、財産収入、

項１、財産運用収入、目１、財産貸付収

入、節１、都市建物貸付収入は上から３

行目、土地貸付収入１件でございます。

　５８ページをお開き願います。

　款１９、諸収入、項４、目２、雑入、

節１、雑収入で、当部に関係いたします

ものは、道路管理課では電力売却収入と

道路占用料相当額支払金で、その下、道

路交通課では自転車等移動保管料、自転

車等鉄屑処分金、放置自転車対策協力金

と定期駐車カード再発行料でございます。

　６０ページをお開き願います。

　続きまして、下水道業務課では、淀川

沿川整備協議会負担金精算返戻金で、そ

の下、下水道事業課では水路占用料相当

額支払金でございます。

　次に歳出につきましてご説明申し上げ

ます。

　事務報告書につきましては、道路管理

課は２１９ページから、道路交通課は２

２７ページから、下水道業務課は２４３

ページから、下水道事業課は２４９ペー

ジから記載いたしておりますので、あわ

せてご参照賜りますようお願い申し上げ

ます。

　１３４ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目１、

清掃総務費、節９、旅費は浄化槽に係る

権限移譲業務などの事務に係る旅費でご

ざいます。

　１３８ページをお開き願います。

　目３、し尿処理費につきましては、そ

の執行率９４．３％でございます。詳細

につきましては決算概要の１００ページ

から１０３ページに記載をいたしており

ますので、あわせてご参照願います。そ

の主な内容といたしまして、節７、賃金

ではクリーンセンターにおいてし尿など

の前処理業務に従事する臨時職員の賃金

でございます。節１１、需用費ではクリー

ンセンターの維持管理に係る消耗品費や

光熱水費、修繕料などでございます。節

１３、委託料ではし尿収集運搬委託料ほ

か、クリーンセンターの諸施設に係る委

託料でございます。節１９、負担金、補

助及び交付金では吹田市正雀終末処理施

設に係る維持管理負担金及び整備負担金

でございます。節２２、補償、補填及び

賠償金では、し尿くみ取りから公共下水

道への切りかえに伴うし尿収集業者への

補償金でございます。

　１４２ページをお開き願います。

　款５、農林水産業費、項１、農業費、

目４、農業水路費につきましては、その

執行率９５．７％でございます。詳細に

つきましては決算概要の１０４ページか
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ら１０７ページに記載をいたしておりま

すので、あわせてご参照願います。その

主な内容といたしましては、節７、賃金

では、地元農業関係者による水路の樋守、

及びゲートの管理に係る賃金でございま

す。節１１、需用費では農業施設に係る

光熱水費及び修繕料などでございます。

　１４４ページ、節１３、委託料では、

河原樋及び五久樋ポンプ場の管理業務委

託料でございます。節１５、工事請負費

では用水側溝改良工事でございます。節

１９、負担金、補助及び交付金では神安

土地改良区負担金ほか１０件の負担金な

どでございます。

　１４８ページをお開き願います。

　款７、土木費、項１、土木管理費、目

１、土木総務費につきましては、その執

行率９３．８％でございます。詳細につ

きましては決算概要の１１０ページから

１１１ページに記載いたしておりますの

で、あわせてご参照願います。その主な

内容といたしましては、節１３、委託料

では工事積算システム保守点検委託料、

地理情報システム整備委託料及び土木維

持作業業務に係る委託料でございます。

　１５０ページをお開き願います。

　節１６、原材料費では土木維持作業に

係る補修用材料費でございます。節１８、

備品購入費では土木維持作業に係る機械

器具費でございます。節１９、負担金、

補助及び交付金では日本道路協会負担金

ほか３件でございます。節２８、繰出金

では公共下水道事業特別会計に対する繰

出金でございます。目２、交通対策費に

つきましては、その執行率９９．５％で

ございます。詳細につきましては決算概

要の１１０ページから１１５ページに記

載いたしておりますので、あわせてご参

照願います。その主な内容といたしまし

ては、節１１、需用費では放置自転車等

保管事務所の光熱水費と道路反射鏡定期

修繕事業費などでございます。節１３、

委託料では平成１８年度から指定管理者

に駐車場管理を委託しております委託料

と公共施設巡回バス運行管理業務委託料

ほか８件の委託料でございます。節１４、

使用料及び賃借料ではＪＲ西日本旅客鉄

道株式会社より借地いたしております千

里丘駅東自転車駐車場ほか３件の土地借

上料でございます。節１５、工事請負費

では交通安全対策工事としまして夜間点

滅式交差点鋲設置工事及び道路反射鏡設

置工事でございます。節１８、備品購入

費ではアンプの購入を行ったものでござ

います。節１９、負担金、補助及び交付

金では市内循環バス運行補助金などでご

ざいます。

　１５２ページをお開き願います。

　項２、道路橋りょう費、目１、道路橋

りょう総務費につきましては、その執行

率は９４．５％でございます。詳細につ

きましては決算概要の１１４ページから

１１５ページに記載をいたしております

ので、あわせてご参照願います。その主

な内容といたしましては、節１３、委託

料では、千里丘駅前広場管理委託料、モ

ノレール駅前広場管理委託料、摂津市駅

駅前広場管理委託料及び都市再生地籍調

査業務委託料などでございます。目２、

道路維持費につきまして、その執行率７

６．７％でございます。詳細につきまし

ては決算概要の１１４ページから１１７

ページに記載をいたしておりますので、

あわせてご参照願います。その主な内容

といたしましては、節１１、需用費の修

繕料では道路管理に係る維持管理経費な

どでございます。節１３、委託料では街

路樹剪定委託料ほか３件でございます。

節１５、工事請負費では、その主な内容

といたしましては、東一津屋１９号線ほ
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か１９路線の道路維持工事でございます。

　１５４ページをお開き願います。

　目４、交通安全対策費につきましては、

その執行率９５．８％でございます。詳

細につきましては、決算概要の１１６ペー

ジから１１７ページに記載いたしており

ますので、あわせてご参照願います。そ

の主な内容といたしましては、節１１、

需用費では正雀南千里丘線外２路線道路

改良事業に係る修繕料でございます。節

１３、委託料では千里丘三島線道路改良

事業に係る測量委託料でございます。節

１５、工事請負費では千里丘三島線歩道

改良工事でございます。節１７、公有財

産購入費では千里丘三島線道路改良事業

用地を先行取得いたしました土地開発公

社からの土地買い戻し費でございます。

　続きまして、項３、水路費、目１、排

水路費につきましては、その執行率９４．

０％でございます。詳細につきましては

決算概要の１１６ページから１１９ペー

ジに記載をいたしておりますので、あわ

せてご参照願います。その主な内容とい

たしましては、節１１、需用費では排水

路施設に係る光熱水費及び修繕料などで

ございます。

　１５６ページ、節１３、委託料では味

生排水機場ほか市内各ポンプ場の設備保

守点検委託や排水管及び水路しゅんせつ

委託費などでございます。節１５、工事

請負費では仏師水路安全柵設置工事でご

ざいます。節１９、負担金、補助及び交

付金では番田水門内水対策負担金、番田

水路事業償還金負担金及び安威川左岸ポ

ンプ場維持管理負担金でございます。

　１７２ページをお開き願います。

　款８、項１、消防費、目３、水防費に

つきましては執行率８０．６％でござい

ます。詳細につきましては決算概要の１

３０ページから１３１ページに記載いた

しておりますので、あわせてご参照願い

ます。その主な内容といたしましては、

節１６、原材料費では水防資材の備蓄を

図っております。節１９、負担金、補助

及び交付金では淀川右岸水防事務組合に

対する負担金及び安威川ダムの建設に係

る水源地域対策特別措置法第１２条に基

づく負担金などでございます。以上、土

木下水道部にかかわります平成２４年度

一般会計歳入歳出決算についての補足説

明とさせていただきます。

○木村勝彦委員長　吉田都市整備部長。

○吉田都市整備部長　おはようございま

す。

　それでは、認定第１号、平成２４年度

一般会計歳入歳出決算所管分のうち、都

市整備部にかかわります部分につきまし

ては、目を追って、その主なものについ

て補足説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、摂津市一般

会計歳入歳出決算書の３２ページをお開

き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料、節３、公園使

用料は関西電力株式会社ほか８件の公園

占用料でございます。

　３６ページ、項２、手数料、目４、土

木手数料、節１、明示手数料のうち、都

市計画道路敷地境界明示手数料と公園明

示手数料でございます。節２、優良宅地

等認定手数料は租税特別措置法に基づく

優良宅地などの認定事務手続手数料でご

ざいますが、平成２４年度は申請件数が

なかった状況でございます。節３、都市

計画手数料は用途地域証明など諸証明手

数料でございます。節５、開発申請等手

数料は都市計画法第２９条の規定による

開発許可にかかわる開発申請等の手数料

でございます。

　３８ページ、款１４、国庫支出金、項
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２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金、節４、都市計画費補助金は耐震診断

補助金、耐震改修補助金及び住宅マスター

プラン交付金でございます。

　４８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金、節１、

都市計画費補助金はその内訳といたしま

して府景観条例事務取扱交付金、耐震診

断補助金、耐震改修補助金、府自然環境

保全条例事務取扱交付金及び区画整理事

業建築行為等許可事務費交付金でござい

ます。節３、権限移譲交付金はその内訳

といたしまして、大阪府版地方分権推進

制度実施要綱に基づく、大阪府からの権

限移譲を受けた建築課及び都市計画課の

事務に係る交付金でございます。

　５０ページ、項３、委託金、目２、土

木費委託金、節２、都市計画費委託金は

その内訳といたしまして、建築基準法施

行事務取扱委託金、都市計画法施行事務

取扱委託金、都市計画基礎調査委託金及

び大阪府福祉のまちづくり条例委任事務

委託金でございます。

　５２ページ、款１８、繰入金、項２、

基金繰入金、目５、緑化基金繰入金、節

１、緑化基金繰入金は摂津市緑化基金の

繰入金でございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入、節１、雑収入は都市

計画課の都市計画図売却収入及び建築課

の建築確認申請者負担金でございます。

　次に、歳出でございますが、摂津市一

般会計歳入歳出決算書の１５６ページを

お開き願います。

　詳細につきましては、決算概要１１８

ページから１２０ページに記載しており

ますので、ご参照願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、執行率８２％

でございます。

　１５６ページ、節１、報酬は緑化推進

嘱託員報酬及び都市計画審議会委員報酬

でございます。節７、賃金は緑化推進員

賃金でございます。

　節８、報償費は、緑の基本計画改定、

住宅マスタープラン作成及び都市計画マ

スタープラン策定に当たりましての策定

委員会など委嘱委員などに対する報償金

でございます。

　次に１５８ページにかけまして、節９、

旅費は費用弁償及び普通旅費でございま

す。節１１、需用費はその内訳といたし

まして、消耗品費、燃料費、食料費、印

刷製本費及び修繕料でございます。節１

２、役務費は通信運搬費でございます。

節１３、委託料は工事積算システム保守

委託料、都市計画業務支援に係るＧＩＳ

システム保守管理委託料、緑の基本計画

改定業務委託料、住宅マスタープラン作

成業務委託料及び都市計画マスタープラ

ン策定委託料でございます。節１４、使

用料及び賃借料は電子複写機レンタル料

及びＧＩＳシステム借上料でございます。

節１８、備品購入費は庁用器具費でござ

います。

　次に、１６０ページにかけまして、節

１９、負担金、補助及び交付金は、摂津

市既存民間建築物耐震診断補助金、耐震

改修補助金、大阪建築物震災対策推進協

議会負担金及び大阪市街地再開発促進協

議会負担金ほか６件でございます。

　繰越明許につきましては、ＪＲ千里丘

駅西口エレベーター設置事業にかかわり

ます繰越明許であり、その内容といたし

ましては、決算概要３０ページに記載し

ております。

　繰越明許費繰越計算書の上から５段目

と決算概要１１８ページの下から３段目

の欄をご参照願います。

　ＪＲ千里丘駅西口エレベーター設置に
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伴う負担金及び補助金は、事業主体のＪ

Ｒ西日本並びに鉄道機構を入れた３者に

よる基本合意に基づき、国庫補助制度の

活用によりまして、ＪＲ西日本が主体と

なり、実施設計業務とともに、引き続き

支障移転工事の速やかな着手が図られる

よう本年第１回定例会におきまして、平

成２４年度補正予算とあわせて平成２５

年度への明許繰越について可決いただい

たところであります。現時点での進捗状

況につきましては、先般の建設常任協議

会におきましてご報告させていただいた

とおりでございます。

　節２７、公課費は公用車の車検に伴い

ます自動車重量税でございます。

　続きまして、目２、街路事業費では、

執行率４２％でございます。詳細につき

ましては、決算概要１２０ページから１

２２ページに記載しておりますので、ご

参照願います。節８、報償費は、景観ま

ちづくり審議会委員及び景観アドバイザー

委員会の報償金でございます。節９、旅

費は費用弁償及び普通旅費でございます。

節１１、需用費は消耗品費、食料費及び

印刷製本費でございます。節１２、役務

費は新在家鳥飼上線道路整備事業に伴い

ます手数料でございます。節１４、使用

料及び賃借料は都市景観事業に係る市民

活動によるチューリップアート活動支援

に伴います自動車借上料でございます。

　続きまして、目３、緑化推進費では、

執行率９０．２％でございます。詳細に

つきましては、決算概要の１２２ページ

に記載いたしておりますので、ご参照願

います。節１１、需用費は、その内訳と

いたしまして、消耗品費、燃料費、印刷

製本費、光熱水費及び修繕料でございま

す。節１２、役務費は通信運搬費でござ

います。節１５、工事請負費は、新幹線

公園側道の桜並木を延長するさくらづつ

み事業に伴いますさくらづつみ植栽工事

でございます。節１６、原材料費は花いっ

ぱい活動助成事業、緑化推進事業などに

伴います市内花壇などの育苗用の堆肥、

花の苗や種などの原材料及び誕生記念樹

の樹木などの購入費でございます。節１

８、備品購入費は図書購入費でございま

す。節１９、負担金、補助及び交付金は

摂津市緑化推進連絡会の活動に対する補

助金でございます。

　続きまして、１６０ページから１６２

ページにかけまして記載いたしておりま

すが、詳細につきましては決算概要１２

２ページから１２４ページにかけまして

記載しておりますので、ご参照願います。

　目４、公園管理費では執行率９９．１

％でございます。節８、報償費では電気

機関車等公開事業に伴います報償金でご

ざいます。節１１、需用費は市内公園の

電気代、水道料金及び公園施設の修繕な

どでございます。節１３、委託料は公園

などの除草清掃、ごみ収集並びに樹木剪

定などの公園管理委託料、公園などの砂

場消毒清掃委託料、公園遊具点検業務委

託料、工事設計等委託料及び都市公園の

ゆりのき公園台帳作成業務委託料でござ

います。節１４、使用料及び賃借料はト

イレレンタル料でございます。節１５、

工事請負費は別府公園の施設整備工事で

ございます。節１６、原材料費は公園の

維持管理に係る砂場の砂、板材などの補

修用材料費でございます。節１７、公有

財産購入費は別府公園整備事業において、

土地開発公社から土地を買い戻すための

土地購入費でございます。節１８、備品

購入費は機械器具費及び防災器具費でご

ざいます。節１９、負担金、補助及び交

付金は市内９０か所のちびっこ広場を管

理している６７自治会などの団体に対す

る管理補助金でございます。節２７、公
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課費は公用車の車検に伴います自動車重

量税でございます。以上で、認定第１号、

平成２４年度摂津市一般会計歳入歳出決

算所管分のうち、都市整備部にかかわる

部分につきましての補足説明をさせてい

ただきます。

○木村勝彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　平成２４年度予算の審

査のときには建設常任委員会におりまし

たが、１年間違う委員会におりまして、

その間いろいろとご報告や協議会等で報

告があったことで、私が知らないことも

あるかもわかりません。そういったこと

を質問させてもらうかもわかりませんけ

れども、どうかよろしくお願い申し上げ

たいと思います。

　それでは、質問させていただきます。

質問番号を申し上げますので、質問番号

を言っていただいてご答弁をいただきた

いと思いますので、お願いします。

　まず１点目でありますが、し尿収集運

搬委託料についてであります。予算書で

は１３８ページに載っています。款４、

衛生費、項２、清掃費、目３、し尿処理

費でございます。し尿収集運搬委託料で

ございます。予算書では４，０３５万２，

０００円ということで、決算では３，８

６０万１，１８９円ということで、若干

減額になっています。その中身について、

まず教えていただきたいと思います。

　それから、補償金については予算では

５１万９，０００円となっていますけど

も、決算では１８万６，５６１円となっ

ています。これは、中身がどういうこと

になったのか、あわせて説明をお願いし

たいと思います。

　それから、２番目は交通安全啓発事業

について。今度、決算概要で行きますが、

決算概要の１１０ページにありますが、

交通安全啓発事業という事業が掲載され

ています。平成２４年度市政運営基本方

針の中でも市長が触れられていますけど

も、この年は摂津市自転車安全利用倫理

条例という条例を年度当初に策定されま

して、しっかり指導、啓発、取り組みを

なされてきたということだと思います。

いろいろ私も記憶があるわけですけども、

その啓発活動の中身について整理をさせ

ていただきたいと思います。平成２４年

度で行われたことについてご説明いただ

きたいと思います。

　それから３番目の、公共交通整備事業

について、同じく決算概要の１１２ペー

ジでございます。これは、平成２３年度、

２４年度と２年かけて公共交通の整備事

業ということで、さまざまにご尽力をい

ただいて、その都度、ご報告をいただい

てきたわけでございますが、一定方向が

出されまして、この３月から新しいダイ

ヤの改正も行われて運行が始まっている

ということでございますけども、その整

理をさせていただく意味で、それまでの

経過について、概略で結構でございます、

ご説明をいただきたいと思います。

　それから４番目に、狭隘道路整備事業

です。決算概要の１１６ページになりま

す。狭隘道路整備事業について、このた

び住宅マスタープランが平成２５年３月

に完成しています中で、住宅の安心と安

全性の向上ということで触れられており

ますけども、非常に重要視をされている、

そういう事業だと思うんですけど、平成

２４年度の実績としましては、狭隘道路

整備助成金が４３９万４，０００円とい

うことで、その執行率は８１．５％とい

うことでございました。その中身、実態

について、平成２４年度の対象件数と、

それから助成実施率も含めて、内容を教
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えていただきたいと思います。

　５番目、千里丘三島線道路改良事業で

ございます。同じく決算概要の１１６ペー

ジに記載がありますが、ＪＲの千里丘駅

に近い部分の工事ということで、バリア

フリーの基本構想でも重点箇所というこ

とで記載をされていましたけども、よう

やくその半分の工事で、拡幅が完了した

ということでございました。これは非常

に、きれいになっておりますし、その評

判、反響もよかったんだろうと思います

が、担当課として、この千里丘三島線の

部分についてどのように総括をされてい

るのか、評価をされているのかについて

ご答弁いただきたいと思います。

　それから６番目の、ＪＲ千里丘駅西口

エレベーター設置事業でございます。同

じく決算概要の１１８ページにあります

が、ＪＲ千里丘駅西口エレベーターの設

置事業について、平成２４年度では「実

施設計及び支障移転を行う」というふう

に予定がありますけども、実際決算では、

それが全額翌年に先送りにされたという

ことでございます。地域の要望に対して

なかなか進んでいかないという現状の中

で、先送りされたことについてご説明を

お願いしたいと思います。

　７番目に、都市計画マスタープランの

策定事業でございます。決算概要の１１

８ページでございますが、都市計画マス

タープラン策定事業は３年かけて策定す

る。これは平成２４年度が初年度という

ことで、初年度に委託料として業者に委

託をされて作業をなされているところで

ありますけども、主に１年目ということ

で調査作業が中心になっているんだろう

と思いますけども、その作業の概略につ

いて説明をお願いしたいと思います。

　それから８番目に、震災対策推進事業

についてでございます。同じく決算概要

の１２０ページでございますが、震災対

策推進事業については、平成２４年度で

は、これは事務報告書では耐震診断が２

６件、それから耐震改修補助金が４件と

いうことでございました。促進するため

に、平成２３年度よりは耐震診断などは

随分ふえているということで一定評価を

したいと思うんですけども、促進のため

にどのように努力を行ってこられたのか

ということで、以前から、なかなか周知

できてないということが問題視されてい

ましたけども、その周知のための努力を

どのように担当課としてされてきたか。

そのことについて、評価をいただきたい

と思います。

　９番目、住宅環境整備事業です。概要

の１２０ページ。住宅環境整備事業で、

住宅マスタープラン作成業務委託を約６

１５万円でされております。これは、も

う完成しているんですけども。そのマス

タープランの中身を見させていただきま

すと、その作成の工程としては、幹事会

と委員会がそれぞれ３回ずつ開催をされ

て策定に至ったということでございます。

平成２４年度の予算審査の委員会でもい

ろいろと要望をしました。協働による計

画の策定の観点、それから実現性、実効

性としての計画の観点という観点から、

幹事会と委員会が３回ずつで策定をされ

たということについて、一定担当課とし

て、この計画についての評価をしていた

だきたいと思います。

　それから最後に１０番目でございます

が、公園維持管理事業について、決算概

要１２２ページにあります。公園維持管

理事業ということで、先ほど説明にあり

ましたけども、その中に公園等砂場消毒

清掃委託料２１９万８，３８４円が載っ

ていますが、これは砂場で、シルバー人

材センターの方が作業されている姿を見
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ることがあるんですが、これは委託され

ていますから、その必要性と作業の内容

についてご説明いただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　それでは、６番

目の、ＪＲ千里丘駅西口エレベーター設

置事業で、全額を明許繰り越しで先送り

しております理由についてでございます

が、平成２４年度からエレベーター工事

に着手ということでＪＲと協議をしてま

いりました。それで、補正で予算を上げ

させていただいたわけですけれども、Ｊ

Ｒ側の内部調整がおくれまして、このエ

レベーターにつきまして基本協定が締結

されたのが平成２４年１１月２８日と非

常に遅くなったことが一つ原因としてあ

ります。

　その中でもう一つは、当初は実施設計

の委託だけだったんですけれども、事業

をできるだけ早くということで、ＪＲと

国とのほうで補助金の調整がありまして、

事前に支障物件の移転を前年度で計上す

ることで、来年度早々にでも支障物件移

転ができるということで再度補正をさせ

ていただきまして、３，０００万円の予

算を計上させていただきました。

　しかし、１１月の基本協定後の設計に

なりましたことから、設計が今年度まで

長引いておるということ、また、もう一

つ、支障物件移転につきましては、平成

２４年度工事は当初から明許繰り越しと

いう形の中で補助金をいただいた関係か

ら、全額平成２５年度への明許繰り越し

をさせていただいたものです。今年度は、

もう既に設計のほうはほぼ終わっており

まして、この間、地元説明会もさせてい

ただき、この１１月から支障物件の移転

工事に入ってまいりたいというふうに考

えております。

　それと、７番目、都市計画マスタープ

ランの策定ですけれども、３か年で都市

計画マスタープランを策定するという形

で進めさせていただいております。

　平成２４年度ですけれども、平成２４

年度では摂津市の現況調査、基礎調査、

また昨年度、今年やっております都市計

画道路の見直し等もございまして、これ

らを含めまして都市計画全般の見直しを

してきました。道路の基本方針等も作成

する中で、都市計画マスタープランの骨

子案の作成をしてきました。それに伴い

まして、庁内では若手職員、市民の参加

によります庁内検討会を開催、また、学

識経験者や都市計画審議会委員による策

定委員会を開催しながら、都市計画マス

タープランの策定事業を進めてきたもの

です。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、藤

浦委員の１回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　４番目の、決算概要１１６ページに記

載の狭隘道路整備事業について、平成２

４年度の内容、整備助成金４３９万４，

０００円の内容でございますけれども、

平成２４年度につきましては、事前協議

は１２件ございました。助成件数は７件

でございまして、その金額が４３９万４，

０００円になってございますけれども、

助成したものにつきましては、平成２３

年度に協議済みの７件でございます。

○木村勝彦委員長　江草課長代理。

○江草下水道業務課長代理　１番目のし

尿収集運搬委託料及び補償金についてお

答えさせていただきます。

　まず、し尿収集運搬委託料、これにつ

きましては、平成２４年末現在ですけど、

４７１件の一般家庭及び工事の仮設トイ

レ等の収集運搬を行った委託料でござい

ます。木本興産に委託しておりまして、
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車２台で収集を行っております。平成２

４年度につきましては１，４０５キロリッ

トルの収集を行いました。これにつきま

しても、減量等の啓発を務めまして、前

年度より約１００キロリットルの減量を

図っております。あと委託料につきまし

ても、一部手数料の見直し等を行いまし

て契約等を結んでおります。

　続きまして、補償金につきましては、

平成２３年度にし尿くみ取りから公共下

水道へつなぎかえを行った世帯があった

場合に業者に補償しておるものでありま

して、平成２３年度には９件の家庭が公

共下水道へ切りかえられましたので、そ

の補償金として支出を行ったものであり

ます。

○木村勝彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、藤浦委

員の１回目の質問において、まず２番目、

交通安全啓発事業における指導、取り組

みについて、その中身についてお答えさ

せていただきます。

　中身につきましては、小学校３年生を

対象にしまして、学校への自転車への安

全利用啓発をしております。

　それから、交差点、例えば千里丘交差

点や、摂津郵便局前の交差点、こちらに

おきましても現場で、摂津警察と一緒に

なりまして自転車の安全利用に対しての

指導、これを行っております。

　それから、自転車の小売店にも、条例

についてのチラシを置かせていただいて、

配布させていただいております。

　それから、街頭キャンペーンです。Ｊ

Ｒ千里丘駅周辺においても、交通安全推

進協議会とあわせて啓発のティッシュな

どを配って取り組んでおります。

　それから、３番目の市内循環バスのダ

イヤ改正に至る経過についてお答えさせ

ていただきます。

　これにつきましては、平成２２年度に

おいても、自治連合会や老人クラブなど

の懇談会も実施しております。平成２３

年度には市民アンケートなども実施して

おります。そして、３月までの運行ルー

トに関しては、北ルート、南ルートとい

うルートがあったんですけども、南ルー

トのほうの別府地域の利用が少ないとい

うことで、ことし３月１８日からルート

変更をしております。それに伴いまして、

別府地域において、千里丘駅への直接運

行していただける利便性の向上につながっ

ております。

　続きまして、５番目の千里丘三島線道

路改良事業に伴いましてどのような評価

をしているかという内容でございますが、

これにつきましては、平成１９年度より

事業着手しておりまして、それから地元

ＰＲ、そして事業計画を結びまして、平

成２１年から用地買収に入りまして、３

か年かけて、昨年平成２４年度で工事の

ほうも完成したという内容でございます。

これについては、歩道幅員も広く、安全

な道路づくりをできたという形で、交通

対策としても、利便性の高い道路、安全

な道路として、担当課においても評価し

ております。

○木村勝彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　１０番目の公園

維持管理事業の中で、砂場の消毒清掃業

務委託に関しまして、その必要性と作業

の内容ということですが、砂場の消毒作

業につきましては、およそ２か月に１回

行っておりまして、その必要性につきま

しては、過去から動物、例えば、猫や犬

が入って、糞尿をするといった様々な苦

情がございます。砂場では、小さいお子

様が入って遊ばれております。そういう

こともありまして、被害が発生しないよ

う、子どもが安心して使ってもらうため、
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消毒、清掃を２か月に１回行っているも

のでございます。

　それから、作業の内容としましては、

砂場の清掃、ごみ取りとか、抗菌剤の散

布とか攪拌でございます。

○木村勝彦委員長　林課長。

○林建築課長　質問番号８番目、震災対

策推進事業における耐震性向上に向けて、

促進、どんな努力をしたかということで

ございますが、平成２４年度の耐震性の

向上に向けて本市の取り組みでございま

すが、平成２４年度につきましては、安

心・安全住まいのリフォーム講座や、ま

ちまるごと耐震化支援事業として、柳田

地区での耐震講習会、また防火フェアで

の啓発を行ってまいりました。

　結果といたしまして、耐震診断２６件、

耐震改修工事４件となり、平成２３年度

と比べまして、診断で１９件、改修で１

件ふやすことができました。今後も引き

続き啓発活動に努めてまいりたいと考え

ております。

　それと、質問番号９番、住宅環境整備

事業の住宅マスタープラン作成業務委託

料についてでございますが、協働による

ことについてと、あと実効性はというこ

とでございますが、委員については、学

識経験者を会長に、専門家３名、公募市

民３名、本市部長級３名で構成されてお

りまして、専門家につきましては、不動

産業者と建設業の方で構成し、公募市民

につきましては、子育てをしている方、

介護経験のある方、高齢者単身世帯の方

で構成し、より実践的な計画になるよう

委員構成を行ってまいりました。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきたいと思いますが。

　まず、最初のし尿収集運搬委託料につ

いてでございます。１，４０５キロリッ

トルの実績であったということで、せん

だって、一般廃棄物処理基本計画の改正

ということで資料をいただいた中にも、

そのことが記載されておりまして、これ

は非常に整合性のある数字であると思う

んです。努力もいただいていることだと

思うんです。

　それで、平成２４年度当初には、前年

度に切り替えた件数に基づいて予算をと

るということでした。そのときは予定は

１０件ということでございましたけど、

９件になったということで、１件はいろ

いろ事情があったんだろうと思いますが、

それは理解したいと思います。

　それで、そのときも聞きましたけども、

し尿を減らしていくということが、非常

に私は大事だなというふうに思っていま

して、平成２４年度当初ですと、定期収

集世帯は５２８件ということでございま

して、先ほどのご答弁ですと４７１件と

いうことですから、随分減ってきている

というふうには実感をしているんです。

　それからもう一方では、浄化槽の収集

につきましても、平成２４年度の当初で

は１，５４９件だったというふうに思う

んですけども、浄化槽についていえば、

平成２３年度から、東別府地域では下水

管の布設が実施をされてきておりまして、

接続がどんどん進んできているというふ

うにお伺いをしているわけですけども、

平成２４年度における減少の実績がわか

れば、この際、教えていただきたいと思

うんです。

　それから現在の、し尿収集世帯の件数

と、浄化槽の処理件数もあわせて、実数

がわかっていれば、この際、教えていた

だきたいと思います。

　それから、２番目の交通安全啓発事業

についてでございまして、初年度は、先

ほどいろいろご努力をされていただいて
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おりまして、画期的な取り組みであると

いうことで私どもも大変評価をしており

ますし、またいろいろと関係者の１人と

しては努力もしてきているわけでござい

ますけども、何かもう一つ、もう一歩物

足りないというか、浸透性といいますか、

実際それが、自転車に乗っていらっしゃ

る方が、確かにそれが浸透してきている

という実感がもう一つ湧いてこないとい

うか、さらにもう一つ戦略が必要ではな

いかなというふうに実感をしているわけ

ですけども、担当課として、そういう、

さらなる実効性のある条例とするために

は一体何が必要なのか、どんな取り組み

が必要なのかという考えがあるのか、一

度お聞かせいただきたいと思います。

　それから、３番目の公共交通整備事業

について、経過をご説明いただきました。

平成２２年から進めていただきまして、

大変時間もかけていただいて、ニーズ調

査やらアンケート調査やら、地域につい

てのいろいろと懇談もしていただいてこ

ういう形になったということでございま

すけども、これで本当にもう全てのそう

いうニーズが解決できたかというと、な

かなかそうではないのではないかと思い

ます。まだまだ、世の中も変化して、高

齢化がどんどん進んでいくという状況も

ありますし、そういうことも踏まえて、

一定の形をつくられましたけども、今後

のことについて、公共交通事業等も含め

て、市内の交通の利便性の考え方につい

ては、担当課としては、現状、一定一段

落をしていますけども、このことについ

てさらにどう考えていらっしゃるのかと

いうことと、今度、バス経路についても

検証をしていかなければならないと思う

んです。実際に利用されているのか、満

足度も含めて検証が必要だと思うんです

けども、そういったことについてはどう

いうお考えなのかについて教えていただ

きたいと思います。

　それから、４番目の狭隘道路整備事業

についてでございますが、助成件数が、

平成２３年度申請があった分について７

件ということですけども、私が本当に聞

きたかったのは、水も漏らさぬ体制でやっ

ていただかないと、これが抜け、あれが

抜けということで例外ができていくと、

それが前例になって、制度としてガタガ

タになってくるということがよくあるの

で、そういうならないためにも、担当者

として、窓口で交渉に来ている人たちに

も、絶対これでやってほしいという対応

でやられているのかということを聞きた

かったんです。

　その７件ですが、これは平成２３年度

の協議の分ですが、平成２４年度も含め

て、実際に対象物件になっているけども、

助成なんか要りませんというふうになっ

ていないかどうか、その辺の実態を、本

当に担当課として指導できているのか、

思うように、確実にこの考え方に基づい

て狭隘道路の整備が広がっていっている

のかどうかということを、その実態を教

えていただけないでしょうか。

　それから、５番目でございます。千里

丘三島線改良事業についてということで、

それは一番大事な部分が拡幅されたとい

うことで、市民からも評価をいただいて

いるところでございます。千里丘三島線

は、随分以前からずっと拡幅をされてま

いっておりまして、文化ホールの前あた

り、ずっと拡幅をしてきております。ま

だまだ全般にわたっては随分改善箇所が、

残っていると思うんですけども、全体的

に見て、もう千里丘三島線はこれで一段

落という考え方になるのか、それとも、

今後もやっぱり改善をしていくという考

え方になるのか、今後の考え方も含めて、
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一度教えていただきたいと思います。

　それから、６番目のＪＲ千里丘駅西口

エレベーター設置事業についてでござい

ますが、先ほどおっしゃられたように、

１０月末に地元説明会が行われました。

その中で、いよいよもう１１月から変電

設備の移転工事にかかっていくというこ

とで、ようやく槌音が聞こえるというと

ころまでまいりまして、待ち望んでいる

皆さんも、本当に足が痛いとか、こけて

けがをしたとかいうこともありながら、

何とか待っていただいているわけでござ

いますが、来年の１２月には供用開始と

いうところまでスケジュールも発表され

たわけでございます。その中で、説明会

の中では、非常に前の道路が狭い、歩道

が狭いということで、設置位置から歩道

へ出るところあたりは非常に混雑すると

いうことが指摘されていました。特に、

雨の日は、お迎えの車が並ぶということ

と、人が傘を差して往来されるというこ

とで、車椅子の人とか、そういう人たち

が本当にスムーズに行けるのかというこ

とが非常に問題視をされていましたので、

そういったことにつきましては、ぜひＪ

Ｒともしっかり努力をしていただいて、

最大限これは改善できるように、今まだ

青写真の段階ですから、担当課としては

最大努力いただきますようお願いしてお

きたいと思います。

　それから、あわせて、連絡通路の部分

をエレベーターとあわせて開放するとい

うことについて。今はまだ、夜遅い時間

はシャッターが閉まっています。この連

絡通路については、エレベーターもエス

カレーターも摂津市が設置して、それで

管理費用も全部払っているにもかかわら

ず、夜はシャッターが閉まる。それから、

その通路部分には広告の掲示板がありま

す。それはＪＲがお金を取っています。

こういうＪＲにとって都合のいいように

されている通路でございますので、この

協議についてもしっかりしていただきた

いと思うわけですが、こちらのエレベー

ターと一体で進んでいるのかどうか、中

身について教えていただきたいと思いま

す。

　それから、７番目の都市計画マスター

プラン策定についてでございますけども、

１年目の作業としては、いろいろ策定委

員会をつくっていただいたりとかいうこ

とで進めていただいているということで

一定理解をしているわけですけども、都

市計画道路の変更などもこれには盛り込

んでいくんだという話でございました。

いよいよ、都市計画マスタープランの策

定が大体平成２７年３月ごろになるんだ

ろうと思うんですけど、阪急京都線連続

立体交差事業も４年ぐらいで都市計画決

定ができるとすれば、平成２９年３月ご

ろには都市計画決定ができるということ

で、非常に近い時期で大きな都市計画の

変更というのが生じてくると思うんです。

　例えば、線路から３０メートルとかい

う距離で、高い建物で騒音を防止すると

いうことで、近隣を商業地域に変えたり

とかいうところが非常に多いです。そう

いう大きく都市計画を変えられる可能性

があるということもありますので、こう

いうところの整合性なんかは、今後どの

ように考えていかれるのか。今のこの都

市計画マスタープランの中に盛り込んで

いくのか、少し遅らせていくのか、それ

とも、先取りしてそれを入れ込んでいく

ことになるのか。その辺の整合性につい

てどうなのか教えてください。

　それから、８番目の震災対策推進事業

についてでございます。このことにつき

ましても、先ほどの住宅マスタープラン

の中にも触れられています。住宅の安全
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と安心性の向上ということで、重要視を

されているところです。

　この中で、住宅マスタープランは非常

にアンケートでいろいろ検証されていま

す。その中で、先ほどの耐震診断補助制

度を知っていると答えた人は、全体の２

２％しかいらっしゃらないです。１，５

００人を対象にしたアンケートで、その

うち返ってきた実数が３８６人からの回

答になっていますから。その中でのアン

ケートでは、耐震改修補助制度を知って

いると答えた人は２０．２％で、非常に

低いということで、まだまだ周知が必要

であるということが、この住宅マスター

プランにおける検証からも、そのことが

実証されているということになってしまっ

ているわけでございます。

　平成２０年３月に、摂津市住宅・建築

物耐震改修促進計画というものを策定さ

れています。これは、もう当然ご存じだ

と思いますし、一つ大きな大事な計画と

してあるわけですけども、この中でいい

ますと、これは平成２７年度までの計画

ですから、もうあと２年半という計画に

なるわけですが、これでは、民間の建物

についての達成率も実は９０％を目指す

という計画なんですね。

　今、現状、平成２４年度で結構でござ

いますけども、市内全体でどれぐらい進

捗しているのかというのが気になるわけ

です。民間建物の耐震化率の進捗状況に

ついて。実は住宅マスタープランでも検

証が一部されていますから、数をつかん

でいらっしゃるとは思うんですが、この

計画に基づいて、一体どれぐらいまで進

んでいるのかということについて、達成

率を一応教えていただきたいと思います。

　それから、９番目の住宅マスタープラ

ンについてでございますけども、先ほど

申し上げましたけど、まず最初の市民認

識調査でのアンケートの数が、１，５０

０人に対して、返ってきた数が３８６件

ということで、２５．７％しか返却率が

ないという中で、これで本当に市内の全

体のバランスのとれた意見が抽出できた

のかということについては疑問があるわ

けです。しかし、その分析の計画とか、

それから計画の内容とを見せていただき

まして、久隆浩先生が中心にされていま

すので。なかなかよくできている計画で

あると、私は個人的には大変評価をさせ

ていただいているところなのでございま

す。非常に実効性もあるなというふうに

見ました。

　ただ、その中で気になりますのは、例

えばガイドラインを策定しましょうとか、

それから市独自の住宅認定制度の検討と

いったものも記載がされていますが、そ

の辺が説明できるんであれば、ご説明い

ただきたいと思います。

　それから、最後に公園維持管理事業に

ついてですが、砂場の清掃作業を、２か

月に１回やられていると。消毒剤の散布

とか、それから、不純物を取り除く作業

をされているのを見るんです。２か月に

１回ぐらい見ます。

　鳥山公園では、地域の方と協働で柵を

されているということもお伺いをしてい

るんですけども。一部の公園で、これは

実験的にやられているんですか。こうい

う柵の設置というのは、動物の侵入とか、

それから犬を散歩に連れて行ったときに

入れる人がいるんです。そういう人に対

しては効果があるのではないかと思うん

ですが。大阪市内では、公園がよく囲わ

れている姿を見るわけですけども、そう

いったことも今まで検討されてこられた

のか。結構多額の費用をかけて毎年消毒

作業をされているので、そういう検討も

あって然りではないのかと思うわけです

－15－



が、鳥山公園の考え方、設置されている

ことについての考え方と、それからその

経緯なんかも含めて、一度ご説明いただ

きたいと思います。

○木村勝彦委員長　江草課長代理。

○江草下水道業務課長代理　１番目の、

平成２４年度の浄化槽及びし尿の減少実

績及び平成２５年度のし尿世帯の実数と

いうことでのお問いにお答えさせていた

だきます。

　まず、平成２４年度につきましては、

し尿くみ取りにつきましては、公共下水

道へ５件、取り壊し１件という実績でご

ざいます。浄化槽につきましては、公共

下水道への切りかえが５８件、建物の撤

去等による取り壊しが１０件となってお

ります。

　平成２５年度の実績としましては、１

０月末現在で、し尿のくみ取り世帯につ

きましては４３８件となっております。

今までの工事等での減少実績であります

けど、し尿のくみ取り世帯につきまして

は、公共下水道への切りかえにつきまし

て６件行われております。浄化槽につき

ましては、公共下水道へ９９件の接続、

建物の取り壊し等による減少が１０件と

なっております。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、藤

浦委員の２回目のご質問にお答えさせて

いただきます。

　４番目の、狭隘道路整備事業の助成制

度についてでございますけれども、この

制度が平成２０年に策定されてから５年

が経過いたしております。現在までの問

題点についてご紹介させていただきたい

と思います。

　助成金の交付について説明をさせてい

ただくんですけれども、事前協議に来ら

れる方は、大抵代理人の建築関係の方で

おられますんで、セットバックについて

の内容はご理解いただいているところで

ございますけれども、助成を受けるため

には、後退道路の用地や側溝用地の寄附、

もしくは無償契約を結ぶことが条件となっ

ていますことから、道路側溝用地が建築

面積に算入することができませんという

ことになると、今の建築が建蔽率の関係

で成り立たないということで難色を示さ

れることもございます。

　また、工期が決められている中で協議

が長引くと所定のときにできないという

ので、できるだけ早くしたいというよう

なお話もございますけど、そのときでも、

道路敷として使用契約していただくよう

な話は進めているところでございます。

　また、最近ですけれども、建築面積が

狭いため、先ほどと同じなんですけども、

道路用地を側溝として寄附、使用契約を

した場合には、建築面積が減じられるこ

とによりまして計画どおりの建物が建た

ないということがあって、どうしたらい

いんだというご相談をさせてもらってい

る実態はございます。

○木村勝彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　公園管理の砂場

の件でございますが、鳥山公園で、砂場

に柵をしている状況があるということで、

この考え方なんですけども、鳥山公園で、

試験的に実施しているという状況がござ

います。その中でも、やはり猫などが、

すき間から入っておる状況も伺っており

ます。

　やはりその辺は今後検証もしまして、

費用もかさんでくることもございますの

で、状況を検証し、今後検討してまいり

たいと考えております。

○木村勝彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　それでは、６番

目のＪＲ千里丘駅西口エレベーター設置
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事業と橋上通路の開放についてのご質問

ですけれども、現在エレベーターの設置

とともに、ＪＲと橋上通路の開放につい

ての協議も進めておりますけれども、基

本的に、市とＪＲの考えに大きな差があ

るというのが現状でございます。

　一つは、ＪＲ側は橋上通路の２４時間

の開放を特に望んでいるわけではなく、

市側が２４時間の開放、南北分断の解消

という形でやるのであれば、市側が全額

負担する中で、管理も含めて市側で管理

してほしいということです。例えば、営

業時間が終わった後のホーム内への立ち

入りであるとか、券売機が壊されるとか、

安全対策であるとか、そのあたりも現在

ＪＲ側からは言われている状況です。非

常にまだ市の考え方とＪＲの考え方に差

がある中で、今、鋭意協議を進めている

ところです。

　エレベーターの供用開始と同時に、２

４時間解放されるのが一番いい形かなと

いうふうには考えておりますけれども、

協議を進めていく中で、ＪＲ側がどこま

で協力をしてくるのかというところもあ

ると思われますので、もう少しこれから

協議はしていくわけですけれども、２４

時間開放にならないと、エレベーターが

供用開始しないのかということは別問題

であると考えております。今後ともＪＲ

とは協議してまいりたいと考えておりま

す。

　７点目の都市計画マスタープランへ阪

急京都線連続立体交差事業のことを記載

していくかということですけれども、ま

ちづくりとして阪急京都線連続立体交差

事業は大きな事業ですので、記載されて

くるものと考えております。

　しかし、ご指摘のありました、それに

伴う用途変更等々につきましては、まだ

これから連立事業の側道計画等も進んで

まいります。また、事業が完成しますの

は、まだ相当先、２０年後ぐらいという

形の中で、現マスタープランにおいて用

途変更というところまで言及することは

非常に難しいのかなと考えております。

○木村勝彦委員長　林課長。

○林建築課長　質問番号８番の耐震診断

の認知度が低いのではないかというご指

摘でございますが、今後の認知度アップ

につきまして、現在、平成２５年度にやっ

ている事業でございますが、引き続き、

まちまるごと耐震化支援事業を行うとと

もに、市民フォーラムを開催し終えてお

ります。また、平成２６年２月か３月に

はローラー作戦と名打って、３地区を予

定して、５，０００枚程度のポスティン

グを考えております。そういうことをや

ることによって認知度アップを図ってい

きたいと考えております。

　それと、９番目の住宅マスタープラン

の戦略についてでございますが、ガイド

ラインを用いた良好な住宅の供給という

ことで、具体的なガイドラインの作成の

検討や、あとホームページやパンフレッ

ト、勉強会による普及、相談窓口、情報

提供、優良事業者の登録制度など現在検

討しておるところでございます。

　あと２番目といたしまして、子育て支

援マンション、分譲住宅認定制度等の認

定制度の創設ということで、子育てに配

慮したマンションをすることにより子育

て世帯の定住促進を期待されるというこ

とで、認定制度の検討、あと認定制度の

公表、民間事業向けの勉強会、あと情報

発信についてどういうふうにするかとい

うことで、都市計画マスタープランを作

成できる平成２７年度ぐらいには検討を

終えて考えていきたいなと思っておりま

す。

○木村勝彦委員長　永田課長。
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○永田道路交通課長　それでは、藤浦委

員の２回目の質問にお答えさせていただ

きます。

　まず、２番目の交通安全啓発事業につ

いての対策、取り組みについてでござい

ますが、やはり周知活動というのが重要

になってきます。そのためには、今取り

組んでいる周知活動、指導、啓発につい

ては引き続き取り組むことと、それと、

やはり要望、危険箇所などがあれば、回

数もふやして取り組んでいきたいと考え

ております。

　あと、摂津市自転車安全利用倫理条例

制定に伴って非常勤職員に来ていただい

ておりますので、その取り組みについて

検討をしてきたいと考えております。

　３番目の市内循環バスについてでござ

いますが、これは一定終わったというわ

けではございません。やはり道路整備事

情が変わってきますと、その都度やっぱ

りルート変更も検討していかなければい

けないと考えております。それと、現在

整備している十三高槻線、この完成に向

けて、正雀地区への乗り入れも考えてお

るところでございます。

　それから、５番目の千里丘三島線の今

後の考え方についてでございますが、全

体的に千里丘三島線というのは都市計画

道路になっています。交通安全対策とし

ては、やはり危険な箇所を見据えまして、

交通安全対策として道路拡幅に取り組ん

でいきたいと考えております。

○木村勝彦委員長　林課長。

○林建築課長　藤浦委員の８番目の質問

で、平成２４年度の耐震化率、答弁が漏

れておりましたので、答弁させていただ

きます。

　推定値でございますが、去年１０月時

点で７４．６％ということになってござ

います。平成２５年度につきましては、

南千里丘地域でのマンション建設等で分

子が多くなる可能性ございまして、耐震

化率は多少は上がると考えております。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　まず１番目のし尿収集

運搬委託料についてでございますけども、

トータルにしますと、随分数も減ってき

ているというふうに思うんです。毎年こ

のことを確認していっているわけですけ

ども、これでし尿の収集件数は４３８件

というところまで来ましたし、これはも

う本当に今後もカウントダウンをするよ

うな思いで１件１件なくして、減らして

いくということも今後の大きな課題です。

１０月から処理は茨木市と豊能町という

ことで委託になって、処理費用を減らし

ていくということにつながっていくこと

になりますし、またそのための、いろい

ろ今後も思い切った施策も考えられてい

るようですし、それはこの場では申しま

せんけども、発表できるときにはそうい

うことも考えて、一気に減らすぐらいの、

そういう施策もぜひまた展開していただ

けますよう、これはお願いし、要望とし

ておきたいと思います。

　それから、２つ目の交通安全啓発事業

の、自転車安全利用倫理条例についてで

ございますけども、この間、私も不愉快

なエピソードがありまして、自転車が来

たので、怖かったから道の真ん中に立ち

止まったんですけど、摂津市内の、ある

高校の生徒の自転車に足を踏まれました。

「こら」と言ったら、罵声を返されたん

です。そういう若者の自転車のマナーの

悪さは他にも聞きます。高校生だけでは

ありませんけども、当てて逃げられたと

か、それから、それでけがしたというよ

うなことも聞きます。

　こういう悪質なケースの場合は、条例

にもありますように、警察に検挙要請を
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すべきだと思うんです。また、するとい

うことを市民に浸透することによって、

周知を図って、再発を防止していくとい

うふうな、そういう圧力も必要だと思う

んです。そういうことも重要だと思いま

すので、検挙要請することも、やっぱり

抑止力だけじゃなくて本当に警察に動い

てもらうことも必要だと思いますので、

これはぜひ検討いただきたいと思うんで

す。

　それから、もっとひどいのは、歩きス

マホです。摂津市でも危険性を啓発され

ていますが、自転車に乗りながら、スマ

ホなどでメールを見ながら、しながら、

前を全然見てないんです。これは高校生

や、若い女性の方もありますね。そうい

うこともやっぱり危険運転ですから、こ

れも危険運転として検挙要請できるぐら

いの、そういうことを浸透させることも

重要だと思いますので、これはぜひそれ

ぐらいの強い姿勢を持って取り組んでい

ただきたいということで、要望としてお

きます。

　それから、３番目の公共交通整備事業。

これはもうおっしゃるとおりでございま

して、まだまだいろいろニーズ、これを

検討し続けていくということが大事です

から、終わってしまうことがないように、

今後も敏感にその辺の感覚を研ぎ澄まし

ておいていただきまして。超高齢化社会

というのは、もうやってきますから、交

通弱者がどんどんふえていくということ

になりますから、当然公共交通も含めて、

それからそれ以外の補完している分、例

えば高齢者移送サービスなんかもありま

す。そういうことも含めて、交通弱者の

足の確保のことについては、常に気持ち

をそこに置いておいていただきますよう

に、課題として継続して検討していただ

きますようにお願いし、要望としておき

たいと思います。

　それから、４番目の狭隘道路について

でございます。いろいろ事情がありそう

です。この場では詳しく説明できないと

思いますので、１件１件そういう問題が

あるケースについては教えていただいて。

これは、水も漏らさぬようにやらないと、

一つ水が漏れると、そこからどんどん水

が漏れ出すというふうになりかねません。

摂津市の行政の態度というものも、業界

にはすぐ広がるんです。私もその業界に

おりましたから、ここの市は厳格だとい

うことであれば、そういう姿勢で臨むん

です。ここは何とかなるというふうにな

ると、前例を探して、ここはこうやない

かということでねじ込もうとしてくるも

んなんで、摂津市がそういうふうに、ね

じ込まれるようなことにならないように、

摂津市は本当に厳しいというふうに、そ

れぐらいの強い態度をその業界に響き渡

るような指導をお願いしたいんです。そ

うでないと、道が広がらないのです。お

隣の茨木市は結構厳しかったです。だか

ら、そういうところもしっかり見習って

お願いしたいと思います。これは要望と

しておきます。

　それから、５番目の千里丘三島線改良

事業についてでございます。まだまだこ

れも検討しなければいけないということ

で認識されているということでございま

す。

　今まで私もいろいろと問題提起をして

きました。例えば重量規制の問題もあり

ます。千里丘ガードが開きましたけど、

重量規制をかけたままにしておくんだと。

それが原因で、車が横へ逃げていくとい

うふうな問題もあります。歩道の問題で

いいますと、重量規制がかかっていない

にもかかわらず、まだ細い歩道のままに

なっている箇所もあります。買収も容易
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だと思われます。畑もあるし、もう既に

セットバックしているところがたくさん

ありますから改修しやすいと思うんです。

あまり費用をかけずにいけそうな、そう

いうところから攻めるのも一つの考え方

だと思うんです。全体をやろうという気

持ちであるのであれば。その辺も含めて

今後検討いただきたいということで、要

望しておきたいと思います。

　それから、ＪＲ千里丘駅西口エレベー

ターの関係で、通路の問題でございます

けども、いつも言っておりますが、ＪＲ

の言うがままにされないように、しっか

りと摂津市としても強気の主張をしてい

ただきたい。あそこの通路も、何か展示

でもできそうないいスペースなんです。

ところが、今、ＪＲがしっかり押さえて

いて、広告料を取るんです。例えば、Ｂ

２サイズのポスターを１週間張りますと、

１万１，１３０円。これは２年ぐらい前

のデータなので変わっているかもしれま

せんが、株式会社ＪＲ西日本コミュニケー

ションズというところが管轄しているん

ですけども、そういうふうにお金を取っ

ています。だから、その辺も言うがまま

にされないように、ぜひ強気で交渉して

いただきたいということを要望しておき

たいと思います。

　それから、７番目の都市計画マスター

プランの策定についてでございますけど

も、これは、夢を大きく形にするという

ことで摂津市が動いていっていることも

ありますので、整合性がしっかりとれる

ように、後でこんなに短期間の中で食い

違いが生じているではないかというよう

な指摘が生じないように、しっかり中身

を精査をしていただきたいということを

要望しておきたいと思います。

　それから８番目、震災対策推進事業で

ございます。推定では、平成２４年度の

耐震化率は７４．６％ということです。

平成２７年度では７５％ぐらいになるん

ではないかという予想であったので、そ

れは一定努力もあったんだろうというふ

うに評価したいと思いますし、耐震化率

が上がる要因では、耐震工事もそうです

けども、建てかえも結構大きな要因です。

老朽化して、潰して、更地になり、また

建てかえてもらう。建てかえれば、当然

耐震化できた建物になります。これも大

事なことだと思います。それと、全部相

まって耐震化を進めていくということに

はなると思うんです。

　これは私のアイデアというか、考えな

んですが、自治会では、防災意識がだん

だん高まってきておりまして、要援護者

支援のこととか、いろいろあるんです。

地域の耐震化率はどうなっているのかと

いうことは、案外知られていないという

こともありますので、例えば住宅地図に、

耐震化が進んでいる建物については色塗

りをして、耐震化マップといったものを

策定して、情報提供、これは、防災の情

報として活用くださいというふうな姿勢

で、例えばこの地域は耐震化率が低いと

いうところについては、自治会とタイアッ

プで耐震のための相談会を実施していた

だくとか、そういう自治会の協力体制に

お願いするようなことを今も既にやって

いらっしゃるのかもわかりません。しか

し、耐震化マップまではつくっていらっ

しゃらないと思うんです。そういったも

のをつくればどうかと思うんです。これ

は一遍検討いただきたいということで、

提案をしておきたいと思います。全体的

には、しっかりとこの計画を実施できる

ように進めていただきますようにお願い

しておきたいと思います。

　それから、９番目のこの住宅マスター

プランについてでございます。
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　これはわかりました。これからガイド

ライン、それから住宅認定制度について

は検討されるということでございますの

で、しっかり取り組んでいただきますよ

うにお願いし、要望としておきたいと思

います。

　それから１０番目の公園の砂場の管理

についてでございますけども、これは柔

軟な対応で鳥山公園では実験されており

ますけども、他市の取り組みもしっかり

と検討していただきまして、これは大き

な問題です。砂場の衛生上の問題。小さ

い子どものいるお母さんからいつも言わ

れます。動物の糞は何とかならないのか

と言われるんですけど、何ともならない

のが現状でございます。ですから、これ

からも研究、検討していただきまして、

一番安価な、あまりお金をかけずにでき

る方法を、ぜひ、検討いただきますよう

お願いをして、質問を終わります。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

　上村委員。

○上村高義委員　私のほうからも質問を

させていただきます。

　私もこの建設常任委員会は、初めてに

なりますけれども、総務常任委員会委員

や民生常任委員会委員での経験を活かし

て質問していきたいと思います。

　決算書、決算概要、事務報告書を見さ

せてもらったのですけれども、なかなか

わかりにくいというところがたくさんあ

りましたし、文言と事務報告の中身が、

僕が思っていたイメージとは違う部分も

ありますので、そういったことも指摘し

ながら、質問させていただきたいと思っ

ています。

　まず、最初に、歳入で決算書３７ペー

ジ、水路敷地境界明示手数料、及び道路

敷地境界明示手数料ということで、水路

敷地が２０件、道路敷地が６７件という

ことで、部長の捕捉説明にありましたけ

れども、この状況というか、境界明示の

仕事の流れというか、どういった形で仕

事がスタートして、どういった形で仕事

が終わるのかということを、お聞かせい

ただいて、それから、次、また、２回目

質問していきたいと思っておりますので、

まず、事務の流れ、仕事の流れについて、

一度、お答え願います。

　それと、２番目、決算書３９ページの

道路橋りょう費補助金の社会資本整備総

合交付金ということで、予算では、２，

３６７万２，０００円でありまして、決

算額が２７７万２，０００円ということ

であります。

　この決算額は、橋梁長寿命化計画策定

業務委託料５０４万円ということで、そ

れに対して１０分の５．５の補助金とい

うことであると思いますけれど、この予

算設定時、２，３６７万２，０００円と

いうことだったのですけれども、改めて

ここで予算設定時の金額に対する事業は、

何であったのかということで、何を繰り

越したのかということを教えていただき

たいと思っています。

　３番目、決算書１４５ページの農業水

路費の用水側溝改良工事で、３３２万６，

４００円です。これは、農業用水路の工

事ということで、農業に使う水路の管理

をここでやっているということでありま

して、事務報告書では鶴野地区の農業水

路ということで書いております。この工

事の理由と工事内容をお聞かせいただき

たいと思っております。

　４番目、同じページに負担金がたくさ

ん書いてありますけれども、神安土地改

良区負担金の算定根拠と、どういう形で

この負担をしているのかということと、

工事負担金ということで、鳥飼八町水路

改修工事負担金の負担先と負担割合、そ

－21－



れはどういう根拠で、ルールがあると思

うのですけれども、教えていただきたい

ということでございます。

　それと、総括的になるのですけれども、

水路の管理として、神安土地改良区の管

理範囲、摂津市の管理範囲、国、大阪府

の管理範囲というのがあって、あと、地

域の組合も農業水路の管理をしています

し、清掃もしていますし、しゅんせつな

んかもしていますので、そういったとこ

ろの仕分けというか、全く初歩的なこと

なのですけれども、そのことを一編お聞

かせいただきたいと思っております。

　次に、５番目、１４９ページ、土木維

持作業業務委託ということで、４，７５

５万４１４円ということで、計上されて

いますけれども、事務報告では、この１

年間の数が出ていますけれども、上期下

期にわけますと、上期で４７２件、金額

が２，５００万４，７００円、下期が３

３９件の処理をして、執行金額２，０６

４万９，３００円ということになってお

りますが、この仕事の仕方、契約の仕方、

契約はどうなっているのか、実績払いな

のか、見込み払いなのか、ここを教えて

下さい。

　事務報告２２２ページに依頼者別で書

いてあります。パトロールでしたり、市

民からの指摘等の項目があるのですけれ

ども、それは、項目ごとに把握している

のでしょうか。

　事務報告２２３ページ、土木維持作業

の中に資源ごみの分別、洗浄作業という

のが載っています。

　建設常任委員会の所管で、ここにどう

いった形で、資源ごみの分別、洗浄作業

を摂津市シルバー人材センターに委嘱さ

れているのでしょうか。仕事の流れを、

どこのごみかというのがわかれば、どこ

から出てきたごみかというのがわかれば、

大体仕事の流れがわかると思うので、そ

こを教えていただきたいということです。

　次に、決算書１４９ページ、地理情報

システム整備委託料、７，９２７万５，

０００円ということで、これは、予算の

とき何か説明があったと思うのですけれ

ども、このことについて、実際、具体的

には、これはどういった形で利用をして

いるのかということを一編教えていただ

きたいと思っています。

　次の１５０ページの自転車利用者指導

委託料ということで、これは、藤浦委員

も質問したのですけれども、私も、この

ことは聞いておきたいと思っていますし、

ましてや、自転車安全利用倫理条例をつ

くった摂津市としては、他市に先駆けて、

何かを取り組まないといけないという強

い思いがあります。

　実は、今朝の新聞で、大阪市内の工事

現場の周辺の壁に自転車の安全運転啓発

ポスターを民間の会社が、警察と協議し

てつくって貼ったというのが載っていま

した。

　それが、表彰を受けたのです。それと、

１１月は、自転車マナーアップ強化月間

です。役所にポスターがあるのか見てな

かったのですけれども、本来は、大阪府

から啓発ポスターが来て、各所に貼って

いるはずなのですけれども、そういった

ことをやっているのかということと、自

転車の安全運転を指導する指導員の資格、

を市としては、どのくらいの人数が持っ

ておられるかということと、市民に対し

て資格の啓発等々について、どうされて

いるのかということを教えてください。

　それと、自転車の交通事故の状況を、

お聞かせいただきたいと思っております。

　それと、決算書１５３ページの市内環

境維持業務委託料について、事務報告書

を見ると、市内環境維持事業として一級
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河川大正川外３河川草刈業務委託を上期

と下期にわけて執行されているのですけ

れども、これは、平米数に応じて契約を

されていると思うのですけれども、この

契約の仕方について、どういう形でされ

ているのかご説明願います。

　９番目、決算概要では１１６ページの

道路維持事業、決算書では１５３ページ

の街路樹剪定委託料です。事務報告書で

は、道路維持事業ということで、８８７

万２，５００円を執行したということで

ありますけれども、決算概要、決算書で

は、道路維持にかかわる修繕代が、４，

９９９万８，２７１円、約５，０００万

円を執行されているのですが、道路の修

繕というか、小修繕、大きなやつは工事

に入ってしまうので、工事までいかない

簡易な修繕が５，０００万円あったとい

うことであります。

　実は、市民から道路に対する苦情は結

構多いのです。道路が陥没しているとか、

穴があいているとか、振動がすごい多い

とかいう苦情があって、この個別という

か、すぐに対応ができるための修繕料が

約５，０００万円に該当するのではない

かと思っているのですけれども、これは

事務報告書に何も報告がないので、この

修繕料は、何に使ったのかということを

知りたいわけです。修繕料は、どういう

形で執行されたのかということを、一度、

お聞かせいただきたいと思います。

　次に、決算概要１１６ページの道路補

修事業です。

　計画に基づいて、道路の舗装をしてい

ると思うのですけれども、その計画の位

置づけというか、どこの道路をいつ補修

するかということを、ちゃんとつくって

いると思うのですけれども、その評価と

いうか、何で、その道路にしようとした

のかということを、客観的に判断してい

ると思うのですけれども、それは、どう

いった形でされているのかということを

教えて下さい。

　それが、道路台帳にきっちり反映され

て、いつのいつごろにその道路を補修し

たというのが、わかるようになっている

のかということを聞きたいと思っていま

す。道路の耐久性評価、本来は、この道

路補修事業の中に、路面性状調査業務委

託というのを、当初、予算計上をしてい

たのですけれども、これは、平成２４年

度は無執行であるということであります

けれども、この路面性状調査業務委託と

道路補修と関連性はあるのではないかと

思っているのですけれども、なぜ無執行

であったのかということと、平成２５年

度にやっているのであれば、今の状況を

お聞かせいただきたいと思います。

　それと、１１番目、１６３ページ、公

園管理委託料、６，４４７万５，８２８

円です。決算の主な内訳として、どういっ

た形で使われたのかということと、それ

と、事務報告書２０９、２１０ページの

公園維持管理事業の中に、項目を書いて

いるのですけれども、その中に先ほど質

問しました市内環境維持業務委託料の中

にも一級河川大正川外３河川草刈業務委

託というのがあって、この公園維持の中

にも、大正川・安威川河川公園の除草と

いう項目があるのです。その費用は幾ら

かかったのでしょうか。

　また、大正川・安威川の河川の草を刈

るのに道路管理課と公園みどり課所管で

どういう仕訳けをされているのかという

ことを教えて下さい。

　次、決算書１６１ページ、さくらづつ

み植栽工事ということで、新幹線公園の

横の安威川沿いを中央環状線から、鳥飼

八町の辺に向けての桜を植えていくとい

う工事が進んでおりますけれども、現在
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はどういう進捗状況なのでしょうか。ほ

ぼ終わりに近いのか。平成２５年度の進

捗状況をお聞かせいただきたいと思って

おります。

　それと、決算書１６３ページの防災器

具費、５４万１，９０５円。これは別府

公園に関して計上しているのですけれど

も、これは、その防災管財課なのか、公

園みどり課なのか、所管が明確ではない

のですけれども、総務常任委員会で聞く

と、公園みどり課で建設常任委員会の所

管だと言われたので、予算は、公園みど

り課で公園の防災器具として計上してい

るわけですけれども、このことについて

仕分けをどう考えているのかということ

について、お聞かせ願います。

○木村勝彦委員長　質問番号を言われな

かったものもあって、どこまでが一つの

質問項目なのか、質問番号の線引きが非

常に難しいのだけれども、その辺を答弁

者で整理して答弁して下さい。

　石川参事。

○石川土木下水道部参事　４番目の質問

の神安土地改良区負担金の内容について

のお問いでございます。

　まず、この負担金につきましては、土

地改良区の事務費など、経常的な経費の

負担ということで、経常賦課金がござい

ます。

　これは、用排水面積に応じて負担する

ものでございまして、排水賦課金と用水

賦課金がございますけれども、その合計

が１１２万３，２７０円となっておりま

す。

　また、排水施設の維持管理負担金とい

うのがございまして、これは、市街化の

進展によりまして、農業用排水路が下水

道の用を兼ねているという実態がござい

ますので、排水施設の管理費用を関係団

体で負担しているものでございます。

　こちらが、総額１，６１３万２，５０

０円となっております。この内訳ですけ

れども、基本費、作業費、それから、冬

季送水費、親水緑地管理費、番田水路に

係る排水樋門水位監視施設管理費等の項

目がございまして、基本費と申しますの

は、維持管理に係る人件費に対する負担

金でございます。これが、６３９万５０

０円ございまして、作業費といいますの

は、排水施設の維持管理費に対する負担

金で、排除面積の割合で負担しているも

のでございます。これが、７０９万７，

３００円でございます。

　冬季送水の負担金ですが、これは、冬

季における悪臭対策や、防火用水として

利用するための送水に係る負担金でござ

いまして、これが２２０万５，７００円

となっております。

　それから、親水緑地管理の負担金とい

いますのは、これは、一津屋農業協議会

等が行っている水路清掃等に対する負担

金で、１５万円となっております。

　番田水路に係る排水樋門の水位監視の

負担金と申しますのは、番田水路の排水

樋門として１２の樋門があり、その水位

を監視する施設でございまして、その負

担金として２８万９，０００円となって

おります。

　そういうものを合計して、排水施設維

持管理負担金が１，６１３万２，５００

円となっております。

　この排水施設の維持管理負担金と、先

に申しました経常賦課金を合わせまして、

１，７２５万５，７７０円、これが、神

安土地改良区の負担金となっております。

○木村勝彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　上村委員の質問

にお答えさせていただきます。

　まず、負担金に関してのご質問にお答

えさせていただきます。
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　鳥飼八町水路改修工事負担金、５０１

万９，９００円に関しましては、国が５

０％、府が２５％、市と神安土地改良区

が残り１２．５％で、工事の負担をさせ

ていただいております。

　次に、鳥飼南水路鋼矢板護岸改良工事

負担金につきましては、国が３０％、府

も３０％、市が３０％、神安土地改良区

で１０％となっております。

　鳥飼水路安全柵設置工事負担金につき

ましては、府が５０％、市が５０％です。

　鳥飼南水路安全柵設置工事負担金につ

きましては、府が５０％、市と神安土地

改良区で２５％ずつ支払っております。

　負担割合につきましては、以上のよう

な形です。

　それから、次に、水路及び道路の敷地

境界明示の仕事の流れについてのご質問

にお答えさせていただきます。

　道路も水路も、家を建てるときや、土

地の境界を画定させるときにどうしても

必要になってくる仕事になっておりまし

て、開発者が申請されます。

　それで道路敷地であり、水路敷地及び

下水道用地の敷地と接している場合につ

いては、その境界明示が発生することに

なります。

　主に私どもの仕事に関しましては、現

況の場所の周囲の水路の明示の状態やら

で大体幅がおよそそこのところの場所の

幅が決まってくる形になっております。

　それに大体、周囲の状況を鑑みながら、

昔の古い地図とかを見ながら、水路の幅

及び境界を決めていって、それで水路管

理者及び申請者及び対側者の方の同意を

得て、その境界線を画定していくという

作業の流れとなっております。

　これで、最後に境界の画定及び明示の

確定などの作業が終わるという形になっ

ております。

　続きまして、農業水路費の用水側溝改

良工事につきまして、鶴野の分に関しま

して、内容をご説明させていただきます。

　もともと鶴野地区に関しましては、区

画整理で整地されているところでして、

当時は、まだ、田んぼなどが非常に多く

ございました。

　そのために、道路の排水とは別に、田

んぼに水を送る用排水としての水路機能

が要る溝が必要となっていますので、そ

の分が、別に合わせてつくられていたの

ですけれども、このご時世で、だんだん

田んぼがなくなってきまして、用水機能

がなくなってきております。

　今もそのままの状態で置いていますと、

非常に溝が深い状態で置いてありますの

で、水が流れない状態なのに非常に深い

状態になっております。

　機能的には、全然生かせない場所につ

きましては、埋めまして、必要なところ

には会所を設けまして、公共下水道管に

雨水を流さなければいけないところに関

しましては、雨水ますを設けながら施工

させてもらったというような状態でござ

います。

　次に、神安土地改良区と市の水路の管

理範囲などにつきまして、ご質問にお答

えさせていただきます。

　本市につきましては、神安土地改良区

が管理されているのは、主に、市内に関

しましては、三箇牧水路、鳥飼水路、味

舌水路で、市の管理につきましては、１

２３キロメートルほど、市内に管理して

いる水路がございます。

○木村勝彦委員長　山口次長。

○山口土木下水道部次長　先ほど、樫本

課長が答弁させていただいた中の水路の

管理範囲でございますけれども、市域全

体には１２３キロの水路がございます。

　そのうち、摂津市が管理している水路
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は８９キロ、神安土地改良区が管理して

いる水路が３４キロでございます。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、上

村委員の１回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　２番目の道路橋りょう費補助金の内容

でございますけれども、予算現額２，３

６７万２，０００円が、収入済額で２７

７万２，０００円となっている内容でご

ざいますけれども、社会資本総合整備交

付金の内容でございまして、平成２４年

度当初には、橋梁長寿命化計画策定とい

う形で、４５０万円の補助基本額に対し

まして、１０分の５．５で２４７万５，

０００円を計上させていただいたのです

けれども、補正第５号におきまして、設

計額、入札額によって５０４万円に対し

まして、補助率１０分の５．５で２７７

万２，０００円になってございます。

　ただ、国庫補助の追加補正が平成２４

年度にございました。その内容で、道路

の舗装及び道路の調査に係る交付金が増

額になったということで、補修事業に４，

１００万円、街路灯の修繕事業調査分に

４００万円、４，５００万円を繰り越し

させていただいているのですけれども、

そのうち、３，８００万円が、補助対象

となっておりまして、その１０分の５．

５の２，０９０万円が、歳入でも繰り越

しさせていただいている内容でございま

す。

　それと、１４９ページの土木維持作業

業務委託の内容でございますけれども、

これにつきましては、前期後期とトラッ

ク１台、運転手、作業員１名、もしくは

２名という形で積算を行いまして、入札

によりまして単価を決定いたしておりま

す。

　その単価で作業員２名の班と、１名の

班という形でそれが何日出たかと、こう

いう作業では、この班編成でいきましょ

うというのを、最終的に出た金額で、そ

れぞれ額が出ておる内容になってござい

ます。

　１５３ページの市内環境維持業務委託

料の件でございますけれども、市内環境

業務委託につきましては、委員がおっしゃっ

たように河川の草刈りでございます。

　内容といたしましては、国土交通省の

河川区域を、占用させていただきまして、

認定道路として、南別府鳥飼上線外３路

線の道路のうち、道路から河川堤防に面

したそれぞれ１メートルのところを、占

用者が草刈りをするという条件がついて

ございます。

　この条件についた分の南別府鳥飼上線

外３路線に設計によりまして入札を行い

まして３７０万３３５０円と、あとは、

大阪府の河川、安威川、大正川、山田川、

境川、正雀川の分水路もございますけれ

ども、その草刈りも行っております。

　これは全体的にのり面をやっておりま

すけれども、のり面をやっている関係上

で、府から委託料をいただいております。

それが、４３０万５，０００円で施工い

たしておりまして、そのほか、市単独分

といたしまして、２７３万円を施工して

いるところでございます。

　道路の修繕料の内容でございますけれ

ども、委員がおっしゃるように、工事の

設計、積算をして入札でもって工事をす

る場合と、修繕料の場合は、小規模なこ

とで見積もりをいただいて、２者３者等

で見積もりをいただいて、簡単な舗装の

やりかえだとか、柵の修繕だとかいう内

容をさせていただいて、平成２４年度に

つきましては、８７件の工事を、それぞ

れ道路の簡単な補修でありますとか、街

路灯の切れたものの修繕でありますとか、
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側溝の蓋だとか、側溝の修繕だとか、ガー

ドレールだとか、防護柵の補修だとかい

う内容をやりまして、それが４，９９９

万８，２７１円という内容になっており

ます。

　道路補修事業のことですけれども、こ

れは各路線、年度当初におっしゃったよ

うに、補修計画は立てておりますけれど

も、その中で悪い場所を選定いたしまし

て、その予算の範囲内でという形で、路

線を決めさせていただいております。

　路面性状調査業務委託につきましては、

平成２４年度の補正で出てきたもので、

その調査によりまして、ひび割れだとか、

轍の深さだとか、その規程に達したもの

を補助としていただけるという形で出た

もので、全体的なものとしても使うこと

はできるのですけども、補助の条件とし

て出たものでございます。

○木村勝彦委員長　押部課長代理。

○押部道路交通課長代理　上村委員の一

回目の質問、７番目の自転車利用者指導

委託料の件なんですけれども、自転車安

全利用倫理条例に関係しての問いだと思

うんですけれども、この委託料につきま

しては、自転車安全利用倫理条例に関す

るものではなくて、摂津市が条例で規定

いたしております放置自転車の禁止区域、

ＪＲ千里丘駅、阪急摂津市駅、モノレー

ル各駅、こちらの放置自転車の禁止区域

に、自転車を放置される方、こういった

方に対してのマナーを指導させていただ

いておるという委託料でございますので、

自転車安全利用倫理条例にかかります原

課での予算の措置といたしましては、平

成２４年度につきましては、交通安全啓

発事業の中で一定額消耗品費を計上させ

ていただいておりますけれども、それ以

外には、予算上の措置というのは、これ

といったものはございません。

　先ほど藤浦委員のご質問にもございま

したけれども、自転車安全利用倫理条例

を、昨年の４月１日に施行いたしまして

から、いろいろと啓発に取り組んでまいっ

たわけですけれども、市の職員での講習

会を実施させていただいたり、それ以外

にも、市内の集客施設の中で直接ひった

くりの防止カバーを兼用する広報用のカ

バー、そういうものを利用客の方に、直

接前かごに取りつけさせていただいたり

だとか、いろいろやらせてはいただいて

おるのですけれども、なかなか、広がり

と言いますか、成果と言いますか、効果

が表に出てこないというような一面を持っ

ております。

　今後につきましては、交通安全啓発と

いうのは、摂津市の場合、摂津市の交通

安全推進協議会、市内に５６団体で構成

する協議会なんですけども、こちらで主

に交通安全啓発に関する取り組みをして

いただいております。

　民間の団体等にも、数多くご参加をい

ただいておりますので、そういった中で

お願い、ご協力の要請をしていきながら、

より一層の周知に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

　それと、自転車の事故件数なんですけ

れども、平成２４年に限って申し上げま

すと、前年度に比べまして約４件ほど自

転車事故は減少いたしておりますが、平

成２５年度中途なんですけれど、現時点

では、逆に２４年に比べまして、若干増

加傾向にあるというふうに警察から伺っ

ております。

　それともう一点、指導員の関係なんで

すけれども、摂津市の方でも、条例に基

づきまして、自転車の安全利用に関する

指導員設置要綱というものを設置いたし

ております。

　その中で、市の職員、それと非常勤職
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員、外部職員含めまして、１１名の職員

に、指導員としての指導員証の交付をさ

せていただいた上で、一定の指導に当た

らせていただいております。

　また、それとは別に、財団法人大阪府

交通安全協会というところが、恐らく上

村委員がおっしゃっているのはこの協会

のことではないのかなと思うんですけれ

ども、この協会が、自転車の安全利用指

導員に係る講習会等を、１年に１度程度、

実施いたしております。

　平成２４年に、本市からも２名の職員

が、参加させていただきまして、大阪府

交通安全協会の自転車安全教育指導員と

いう認定を受けた職員が、１名昨年の人

事異動で異動いたしておりますので、現

時点におきましては、１名の職員がこの

認定証の交付を受けておるというような

状況でございます。

○木村勝彦委員長　川上参事。

○川上道路管理課参事　土木維持作業に

ついての資源ごみの分別、洗浄の内容に

ということなのですけれども、これは、

以前は、土木維持作業の業務委託の中で、

資源ごみという形でリサイクルプラザの

ほうを充実させるために、市民にペット

ボトル、空き缶、ビン等を仕分けして出

していただき、それを集約して売るとい

う形を取っておりますので、私どものほ

うも、それは続けてやっておったのです

けれども、平成２３年度より経費の節減

を図るため、この作業であれば、わざわ

ざ担当職員とダンプをつける必要はない

だろうということで、シルバー人材セン

ターと相談させていただきまして、一部、

資源ごみの分別と洗浄、そして、それを

納品できるような品物にしていただくと

いうことで、一部委託させていただきま

した。

　これは、主なるものは、どこからのも

のがあるかといえば、不法投棄、もしく

は、公園のごみも土木維持作業ではして

おりますので、公園のごみの中には、多

量のペットボトル、空き缶、ビン等が含

まれておりますので、それを洗浄して出

しておる状態でございます。

　それによって、経費の節減とリサイク

ルプラザへの搬入というのが、スムーズ

に進むように、また、経費が安くなるよ

うにさせていただいております。

　それと、もう一つ、件数の表のほうで、

市内部、市民、パトロールという項目な

のですけれども、土木維持の作業は、部

内だけではありませんので、ほかのとこ

ろから依頼があって、それが修繕的なも

ので、土木維持の作業のほうができると

いうものであれば、作業をさせていただ

いております。

　ですから、担当課以外のところから出

てきたものは、市内部ということで、そ

れ以外で、例えば、市民の方から泥を掃

除したので、取ってくださいというよう

な形で直接挙がってくるものを、市民と

いうような形に区分しています。

　そして、パトロール、これは、道路管

理課のパトロール及び道路管理課の職員

がみずから見つけてきたものを、作業し

た場合は、パトロールというような形で

仕分けさせていただいております。

○木村勝彦委員長　暫時休憩します。

（午後０時１０分　休憩）

（午後０時５９分　再開）

○木村勝彦委員長　再開をいたします。

　答弁を求めます。

　山本参事。

○山本土木下水道部参事　上村委員の質

問に答弁もれがありましたので、つけ加

えさせていただきます。

　地理情報システム整備事業についてで

ございますが、平成２４年度におきまし

－28－



て、緊急雇用創出基金事業補助金という

ものを活用させていただきまして、現在、

本課が所有しております道路現況台帳平

面図を見直しをいたしまして、道路台帳

の電子化による地図情報化を進めている

ものでございまして、基盤地図データを

利用いたしまして、地籍や土地境界画定

場所の確認に使いましたり、ハイブリッ

ド地図と言われるものを使用いたしまし

て、設計作図用にＣＡＤソフトにて、設

計書作成業務に使用いたしております。

　また、台帳管理機能を使用いたしまし

て、今後は、橋梁、踏切、道路反射鏡な

どの情報を地図上へ反映させることも考

えております。

○木村勝彦委員長　竹下課長代理。

○竹下公園みどり課長代理　上村委員の

１１、１２番、１３番の質問にご答弁さ

せていただきます。

　まず、公園の管理委託料の内訳なので

すけれども、事務報告書の２０９ページ

にお示しさせていただいていると思うの

ですけれども、順番にどういう項目が挙

がっているかを説明させてもらいます。

　まず最初に、公園施設に係る除草清掃

委託業務、それから、水景施設管理業務

委託、それから、平和公園内せせらぎ調

査業務委託、それと、都市公園管理作業

委託、これは、各公園、緑道の剪定の作

業の委託でございます。それと、公園管

理棟の管理委託料でございます。

　これは、都市公園で３か所、公園管理

棟がございます。地域の自治会の方に管

理委託をお任せして、水道、ガス、経費

の分について、委託料としてお支払いし

ているものでございます。

　それから、河川敷の除草の件なのです

けれども、場所を言いますと、大正川で

いきますと左岸側、茨木市境界から下流、

これは安威川を経由しまして茨木市境界

まで。右岸側でいきますと、ちょうど坊

領橋から上流茨木市境界までしました。

　それから、大まかなところになるので

すけれども、浜町に位置しております安

威川の左岸側の一部、これを都市公園法

でいわれる都市公園として位置づけてお

りまして、その範囲の除草をいたしてお

るところでございます。

　それから、さくらづつみ植栽工事の進

捗状況でございますが、平成２３年度よ

り、さくらづつみ事業として開始してい

るところでございますが、平成２３年度

の植栽につきましては５００メートル、

それから、平成２４年度の工事について

の植栽については４４０メートル整備し

ております。

　それから、平成２１年と平成２２年に

は、大阪府と神安土地改良区共同で、大

阪府の事業で１，０００万本の木を植え

る計画がございまして、それで約１６０

メートルを植栽しております。

　それと、平成２３年度記念植樹としま

して、これは、摂津市と、それから、地

元自治会であります八町自治会も入れま

して、８０メートル整備して、合算でい

きますと、既設の桜並木を含めまして１，

７３０メートルとなっております。

　それより上流も、ちょうど八町地域近

くまで整備する予定でございましたが、

一部、不法占用されている土地等がござ

いまして、その辺の問題が解決してから

でないと植栽できないということで、現

在、休止しているという状況でございま

す。

　それから、防災器具費につきましてで

すが、これにつきましては、別府公園整

備工事を平成２４年度に整備しておりま

す。用地を５３９平方メートル拡大し、

公園を広げているわけなのですけれども、

その中に、防災機能を付加した公園とい
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うことで、防災倉庫及び防災器具、例え

ば、バールであったり、リアカーであっ

たり、そういったものの機材とあと収納

庫を整備しております。

　この所管の話なのですけれども、先ほ

ど委員がおっしゃったように、防災管財

課なのか、公園みどり課なのかというお

話でしたけれども、この防災倉庫、それ

から、機材を含めまして、平成２４年度

末に防災管財課に所管が代わっておりま

すので、以降の管理につきましては、防

災管理課で管理していただくという形に

なってございます。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきます。

　まず、１点目の境界明示の仕事の流れ

については理解しました。

　非常に難しいところも中にはたくさん

あると思うのです。昔までさかのぼって

調べなければならない等、非常に経験と

知識の蓄積というのが大事になると思う

のですけれども、担当の人が人事異動で

変わったりして、非常に危惧している部

分もあるのですけれども、こういった経

験を要するという仕事については、人材

育成についてどういうふうに考えておら

れるのかということをお聞かせいただき

たいと思っております。

　それと、２点目の道路橋りょう費補助

金につきましては、繰越明許をしている

ということでやっているということであ

りました。

　橋梁長寿命化計画を見せてもらってい

るわけですけれども、非常に立派なもの

ができておるのです。これから、これに

基づいて、橋の修理、点検も含めてやっ

ていかれると思うのですけれども、５年

ごとに見直しをする、点検をするという

ことにして、計画を見直すということに

なっております。

　一つ気になるのは、委託して、この計

画をつくってもらったと思うのですけれ

ども、実際、市の担当課として、設備の

延命化ということについてのそういうこ

との取り組みはどうされているのかなと

いうことと、予防保全型にしていきます

と書いているわけですけれども、技術的

なことが必要だとも書いていますので、

その取り組みは、長寿命化に対する技術

力、知識力のアップということについて、

とりわけ技術の進歩が激しい中で、また、

昔と違った工法等々も出てくると思うの

ですけれども、そういったことについて

の取り組み、どういう考えを持っておら

れるのかということについて聞かせてい

ただきたいと思います。

　それと、農業水路に関することで、用

水槽改良工事、これは、農業水の用途が

なくなったということで、不用になった

ので、雨水ぐらい排水用としても利用で

きるように、改善、これから、側溝改修

して、将来的にはつないでいけるように

するということを鶴野地区でされたとい

うことでした。

　実は、鳥飼地区にもこういうところが

ないのかということと、水路が迷路みた

いになっていて、その全ての水路がつな

がるようにバイパスしたり、いろんな工

夫もされていると思うのですけれども、

中には、水が流れなくてよどんで腐敗臭

のする水路も鳥飼地区にあるのです。そ

こにごみもたくさん捨てられていますし、

見た目が真黒な水で、市民から苦情もた

くさんあると思うのですけれども、鶴野

地区では不用になったので、きれいにさ

れたということでありますけれども、鳥

飼地区は田んぼがたくさんあるので、必

要は必要なのですけれども、用水路の水

質への対応ということで、定期的に水を
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流したりはされていると思うのですけれ

ども、もっと積極的な取り組みをどうさ

れようとしているのか、そこをお聞かせ

願いたいと思います。

　それと、神安土地改良区に関する負担

金の算定根拠はわかりましたし、工事負

担金もわかりました。負担の比率がいろ

いろあるのですけれども、摂津市の水路

は１２３キロあります。市が８０キロと、

神安土地改良区は３４キロという管理範

囲であるということでわかりました。

　要は、大雨なんかが降ったときに、水

路に水が流れてきて、あふれる寸前まで

いったりすることもあるのですけれども、

先般、昭和２８年台風１３号災害写真集

が出されたのですけれども、あれを見た

ときに、あのときは、芥川が決壊して、

鳥飼地区に水が流れ込んできたというこ

とで、たくさんの方が避難されたという

状況が載っていましたけれども、神安土

地改良区もそうですけれども、水防組合

等の連携というものについてもきっちり

やっていただきたいし、淀川の堤防はきっ

ちり管理されていますし、安威川の堤防

もきっちりされていると思うのですけれ

ども、その状況について、きっちりと報

告というか、大丈夫だということの確証

が欲しいのです。淀川の堤防敷は点検し

て、度合いがＡランク、Ｂランク、Ｃラ

ンクというのがあって、Ｃは非常に危険

だということで、今、計画的に堤防改修

をしていますけれども、Ｂというのも、

堤防から水がしみ出してきて決壊する恐

れがあるみたいなところが、鳥飼地区に

あったのですけれども、それは、今、改

修されて、どんどんよくなってきている

のです。安威川の堤防についてはどうな

のかというのは、非常に危惧されている

ところなので、農業水路と排水路との仕

分けが難しいのですけれども、水路関係

ということでは、摂津市内の大きな河川

との関係ということでは、そこら辺につ

いても、要望しておきますのでお願いし

ます。

　次に、土木維持作業業務委託で、４，

７５５万４１４円について、上期１，５

００万円、下期２，０６４万円であった

ということで質問して、これの契約につ

いては、どういう契約をされているかに

ついては理解しました。

　資源ごみは、一応、道路や公園に不法

投棄されていたごみを回収して、リサイ

クルプラザに持っていくので、これは、

土木下水道部の責任として、最後まで分

別をする、その予算だということで、理

解しました。

　この土木維持作業業務委託については、

契約の方法について再度お聞きします。

ここは私の今回の質問の中でも後につな

がる重要な事項なので、もう一度お願い

します。

　それと、地理情報システムということ

で答弁ありまして、道路台帳との連携を

していて、台帳管理にもつなげていくの

だということであります。

　ぜひ、これを有効に使っていただきた

いということで、これは、できたら、我々

も一遍見たいので、見せてもらえる手段

があるのであれば、ぜひ、見せていただ

きたいと思っております。また、委員長

と相談をしながら、一編、どういうシス

テムなのか目で見たいという気がありま

すので、ぜひ、このことはお願いしてお

きたいと思います。

　次に、自転車利用者指導委託料という

ことで、これは、放置自転車に対しての

指導をするのだということでありました

けど、これ文言だけを見ると、自転車を

利用する人に対して、安全運転をするよ

うに指導しているのかなという解釈をす
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るわけです。これは、放置自転車に対し

ての利用、指導している指導員の費用だ

ということであります。何か文言が非常

にわかりにくいというか、放置という言

葉をどこかに入れてもらわないと、我々

は、今、自転車安全利用倫理条例ができ

てから、自転車の利用者の指導というと、

自転車安全利用倫理条例に基づいた、自

転車の安全な乗り方の指導かなと思うの

ですけれども、そうではないということ

がわかったのですけど、これは、文言的

に、よく見ればわかるかもしれませんけ

ど、聞けばわかるかもしれませんけど、

非常にこれはわかりにくかったというこ

とで改善をお願いいたします。

　それと、自転車安全利用倫理条例に基

づく摂津市の取り組みということでは、

事故件数では、平成２４年は４件減った

けれども、平成２５年は若干増加してい

るという実情であると出ておりますけれ

ども、大阪府交通安全協会の自転車安全

教育指導員は２名おったけれども、１名

がどこかに転籍されて今は１名だという

ことであります。その所管に配属された

方は、この資格を取るということと、あ

るいは庁内にもっと広げるということも

必要ですし、市民の間にもこういう場を

ちゃんと提供して、資格を取ってもらう

ような動きを、関係部署、警察等々とも

連携しながら、市民に関してもこういう

資格があるんだということでやってもら

いたいです。

　あるいは、学校の先生にも取ってもら

うとか、学校の授業の中できっちり教え

るということでありますし、摂津市は歩

きスマホ禁止ということで、先般から啓

発してまして、ごみの回収等々でも広報

してますけれど、そういった取り組みも

きっちりやっていただきたいということ

で、たまたま今１１月が自転車マナーアッ

プ強化月間なんです。

　そのことがもっともっと成果が出るよ

うに、他市に先駆けてやるという気概を

持ってやっていただきたいというのを藤

浦委員も同じようなことを言ってました

んで、皆さんがそう思っていることだと

思いますので、ぜひこれは担当部長のほ

うから、どういうふうにされようとして

いるのか、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。

　それと、市内環境維持業務委託料の河

川の草刈りについて、これは公園管理委

託料と関連します。答弁によると、都市

公園法でいわれる都市公園として河川敷

の一部について、公園みどり課で委託し

ていますということでありました。そう

いうことが、もっと一括してできないの

でしょうか。

　実は、平成２５年度から、防災管財課

で摂津市庁舎等の総合管理業務というこ

とで、同じような委託内容については一

括してまとめて委託業務をどこかに発注

して、それで、コストを下げるという取

り組みをしてるんですけれど、この土木

下水道部所管の中でも、毎年同じ委託業

務があるわけです。それが、公園みどり

課であったり、土木下水道部であったり、

委託しているわけですけれど、そんな委

託をしているところがあれば、まとめて、

リストアップしてそれを一度一括委託み

たいなことでできないか。ぜひ、検討し

ていただきたい。

　橋梁長寿命化計画策定業務のように単

年度で終わるもの、こういうのは無理な

んで、毎年のポンプの点検とか、そうい

うものがあるんであれば、そういうのを

集約して、一括で発注するような取り組

みを、ぜひしていただきたいと思ってい

ます。そのことについて答弁をお願いし

ます。
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　あと、道路補修につきましては、路面

性状調査については、中身的には路面の

状況を調査すると、それを見て、次の補

修に活かすということだと思うのです。

地理情報システムというか、その中の道

路台帳管理システムの中にデータとして、

どんどん入れ込んでいって、今の道路の

状況はどうだというのがわかるようにし

てほしいです。

　あと道路の耐久性というか、長もちさ

せる工夫、ぜひこのことも取り組んでい

ただきたいというふうに思ってますんで、

コンクリートの質とか、あるいは構造と

か、今は浸水性、立派な舗装もあります

けれど、あれはコストが高いんです。コ

ストとの絡みで、なおかつ長寿命化する

ような道路舗装というのについても、ぜ

ひ取り組んでいただきたいと思っていま

すんで、大体寿命というのが、道路の寿

命、舗装しなければならないという時期

が来るわけですけれど、どこの道路を何

年に補修したかというのを、きっちりわ

かるように、台帳で行うというふうに期

待しているんですけれど、これは今日は

は決算の審査なので、そういう提案だけ

して、また予算のときにそういったこと

を評価して道路補修はされているかとい

う観点でお聞きすることになるので、そ

のとき、きっちりと、答えられるように

しておいてください。これは要望してお

きます。

　あと、市内環境維持業務委託料の河川

の草刈りと公園管理委託料については先

ほど言ったように、一括して委託をでき

るような取り組みをしてほしいというこ

とと、さくらづつみは鳥飼八町側で問題

があり、休止ということであります。い

ろいろな問題があると思いますけれど、

市民が非常に期待していることなんで、

今までできたことについては評価します

けれど、またいつどうなるかもしれない

ので、そのときは復活してやっていただ

きたいというふうに要望しておきます。

　あと、防災器具の件については、防災

器具の管理は、防災管財課になったとい

うことで、所管は総務常任委員会になっ

たということです。ということはここで

は聞けないということです。

　いずれにしても、公園を管理するのは

公園みどり課なんで、防災管財課との連

携というのはきっちりしていただきたい。

　例えば公園に防災トイレを設置してほ

しいといったときには、市民の方は公園

みどり課に行くかもしれません。きっち

りと防災管財課と連携をとって、仕事が

進むようにしていただきたいというふう

に要望しておきます。

　以上で、２回目終わります。

○木村勝彦委員長　藤井土木下水道部長。

○藤井土木下水道部長　それでは、摂津

市自転車安全利用倫理条例を制定したこ

とによります今後のことで、私の見解と

いうことでございますので。土木下水道

部といたしまして、昨年４月１日に摂津

市自転車安全利用倫理条例を定めまして、

ことしにおきまして、また今後におきま

しては、まずは市長が掲げています人間

基礎教育にもなります道徳に基づきまし

て、教育委員会との連携を図っていこう

ということで、現在は小学校３年生だけ

を対象にしておるわけなんですが、参観

日等を利用いたしまして、父兄の方々と

一緒に小さいころから根づかそうという

ことから、警察にも要請していただいて、

警察との連携を図って、そういうような

自転車の取り扱い、危険性等を考えてい

く機会にしていただこうということで、

今後そういうふうに展開していこうと考

えております。

　続きまして、河川の草刈り等の業務委
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託を一括でできないのかという点でござ

います。このことにつきましては、例え

ば摂津市内の河川は府が管理する河川、

もしくは国交省の管理する河川でござい

まして、その中で草刈り業務は、先ほど

も答弁にありましたように、大阪府の河

川ですので、大阪府からお金をいただい

て草刈り業務を道路管理課のほうで発注

しております。

　ただし、その河川の中に、先ほど公園

みどり課のほうから答弁がありましたよ

うに、都市公園に位置づけておる部分に

つきましては、大阪府からお金はいただ

けません。ここについては市のお金で草

を刈ってくださいということになってお

る関係から、公園みどり課で所管してい

る部分については公園みどり課の予算で、

それ以外の所について、大阪府からお金

をいただく分については別発注し、それ

だけでは足りませんので、追加して市単

独で草を刈っているということで契約が

別になっているというのが現状でござい

ます。

　ただ、同じ場所で、草を刈っていかな

ければならないということがございます

ので、今後、都市整備部との連携をどの

ようにしていけるのか等について、そし

てさらには、大正川と安威川の上流部は

茨木市、隣の市がつながっております。

苦情がありますのが、他市の連携もとれ

ないのかということです。茨木市におい

てはそういうような苦情が来てるという

ことも私どもの耳に入っています。茨木

市は草を刈っているけれど、摂津市が草

を刈ってない。また、逆に摂津市が草を

刈っているけど、茨木市が草を刈ってな

いと、このことにつきましても以前から

言われてますので、ここについての業者

の統一というのは無理かもしれませんけ

れど、できるだけ時期を合わすような形

と、あと草刈り等について何とか一括で

発注できないのか、方法については考え

ていきたいと思います。ただ、契約につ

いてはまとめられませんので、大阪府と

の委託の関係がございますので、検討し

たいと思います。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、上

村委員の２回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　明示の仕事についてでございますけれ

ど、委員がおっしゃるように、今まで明

示を担当した者は、かなり経験年数の長

いベテランの職員が担当していた関係が

ございます。ただ、その職員も再任用と

いう形で残ってはくれています。今、残っ

ている間に、そのノウハウを何とか引き

継いでいきたいということで、新しく来

た者、同時におった者がその内容を教え

てもらってるという状況なので、その経

験をうまく引き継いでいきたいというふ

うに考えておるところでございます。ま

た、経験した職員も同じ課内にまだおり

ますし、何かのときには聞いていくとい

うこともやっておるところでございます。

　それと、橋梁の長寿命化の技術者の件

でございますけれど、なかなか技術者を

自前で育てるというのは難しいことです。

　橋については、本市では、最近幾つも

かけてるということではございませんで

すけれど、財団法人建設研修センターと

いう所がございまして、そちらに研修に

行くとか、大阪府が主催する研修に行く

とか、今年も東京で先ほどの研修センター

に１名を派遣しておりまして、毎年のよ

うに、あれば全員が受けれるぐらいのつ

もりで研修をしていきたいと思っており

ます。その中で、新しい技術も身につけ

ておりますし、それでこちらに帰ってき

て、それをまた活かせるかなというふう
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に思っております。すぐには育てること

は難しいと思いますけれど、順次進めて

まいりたいというふうに思っております。

　土木維持作業の契約の内容でございま

すけれども、先ほど言い方が悪かったか

もしれませんけれども、上半期、下半期

それぞれトラックと運転手と作業員１名

もしくは２名という形で、張りつける人

員を決めて設計をいたします。それに対

して、入札をしていただいて、単価契約

をもって、この人数割りでしたら１班幾

らというものを契約していただいて、こ

の作業にはこの班で行ってくださいとい

うような割りつけで発注しておるという

ことです。

○木村勝彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　水路の水の流れ

が悪く、悪臭がする等の対策はどのよう

にしているかということについてのご質

問にお答えさせていただきます。

　やはり、水路から悪臭がするというの

は、よく地元のほうからも苦情をいただ

きます。その都度、私どもも原因を調べ

たりするんですけれど、抜本的には水を

流すというのが一番効果的であります。

　予防としましても随時、夏場の農作業

があるときは水がよく使われますので、

水をずっと流している状態になってます

ので、それほど苦情はいただかないんで

すけれど。今のような時期になってきま

すと、まだ温かいときには、やはり水が

腐るという形になりますので、そのにお

いの関連の苦情をいただくことがありま

す。

　やはり、私どもも、地元の方々にとっ

ては、水路が防火用水を兼ねてるという

ことで、ためておきたいという要望もあ

ります。ですので、この時期だんだん寒

くなってきますと、ある程度の期間は水

をとめててもにおいまで上がってきませ

んので、ある一定の間隔をもって水を流

すように、地元の方とも協議をしながら

対策を今、講じているところであります。

　特にまた、ひどいときがありましたら、

その都度、こちらのほうで臨機応変に対

応させてもらうというふうにやっており

ます。

○上村高義委員　自転車の安全運転につ

いてのことでありましたけれど、今朝の

新聞で大阪市のところでこういう取り組

みをしていると載ってたんです。だから、

もっとそういうことに積極的に取り組ん

で、小学生を対象にするんであれば、やっ

ぱりそういうった取り組みきっちりと広

報に回して、摂津市もこういう取り組み

をしているんだということを広報しても

らったほうが、我々市民としても、こう

いう取り組みを摂津はしてるのかという

のをわかって、マナーを向上せなあかん

なという気持ちになるんじゃないかなと

思っています。

　今朝、新聞を見たときにがっくりした

んです。自転車安全運転の啓発に取り組

んでいる摂津市がマナー向上にこういう

取り組みをしましたというのが載れば一

番よかったんですけれど、自転車マナー

アップ強化月間はまだ１か月ありますん

で、この間にいろいろな手を打って、市

民に対しても、摂津市は自転車安全運転

マナーを大阪府下で一番にするんだとい

う思いを伝えてほしいということで、強

く要望しておきます。

　それと、職員の技術力アップというこ

とについては、やっぱり今後も積極的に

取り組んでいっていただきたいし、ここ

にいる皆さんは、摂津市の中でもプロフェッ

ショナルな集団であって、ここが一番詳

しい、技術力が高いわけなんです。その

位置をやっぱり高めていって、他市と比

較したときに、摂津市の道路はすごい、
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摂津市の橋はすごい、長持ちする、何で

かということで他市から視察に来るぐら

いの技術力をつけるという気概を持って

取り組んでほしいというのがこっちの思

いであって、そういったことがこれから、

特に公共施設が老朽化していく中で、こ

こは技術集団なんで、その技術を高める

努力をしてほしいというふうに思ってま

す。

　だからそういった意味では、部長にも

次長にもお願いしておきたいと思います

ので、土木下水道部として、そういった

技術力を高めるための努力をぜひしてい

ただきたいというふうに思ってます。

　あと、水路の件は、大体よどんだ水路

はわかっているんです。よく流れてる水

路はきれいな水が流れている。流れてな

い、いつも使っていないみたいな水路が

ありますので、そういうのもチェックし

て、ここがよどんでいるというのは、近

くに住む市民はわかっていると思うんで

す、ここはいつも汚いなというのは思っ

ているので、そういうのもマップ化して、

それに対してどうするかということできっ

ちり取り組んでもらわないと、ずっとこ

のまま行ってしまいますので、そういっ

たことについてぜひ取り組んでいただき

たいということで、要望しておきます。

　まあいろいろ聞きましたけれど、私は、

建設常任委員は初めてということで、初

歩的なことから聞いて申しわけない部分

もあったのですけれど、また予算審査の

ときに、今回の審査の内容を視点に入れ

ながら、また質問していきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、私のほうからも

幾つか質問させていただきたいというふ

うに思います。

　私も副委員長をさせていただくことに

なりましたけれど、建設常任委員は今回

初めてということでもありますので、も

しかしたら議論が食い違うこともあるか

もしれませんけれども、どうかご容赦よ

ろしくお願いしたいと思います。

　そうしましたら、決算概要でページを

拾っておりますので、順を追って質問さ

せていただきたいというふうに思います。

　最初に都市計画にかかわっての部分で

すね、１２０ページ、細かいことになり

ますけれども、一般事務事業の項目の中

で、当初予算のときには、大阪中央環状

モノレール建設促進会議負担金というの

が１万５，０００円あったと思うんです

けれど、決算書の中にはこの項目がなく

なっておりますので、こうした報告とか

議論があったのかどうかということと、

このモノレール建設促進会議がなくなっ

たのか、今活動がされていないのか、状

況についても教えていただきたいと思い

ます。

　次に、公園の部分なんですけれど、公

園維持管理事業で、ページで言うと１２

２ページです。１億２３６万７，９１３

円、これも内訳が都市公園、ちびっこ広

場、緑地、緑道等ということで書かれて

いるんですけれど、去年と比べて、若干

数が違っているのではないでしょうか。

６４自治体、３団体というようなところ

も、去年と数が違っております。大きな

ところでは、別府公園の整備をされてい

るのはわかるんですけれども、そのほか

のところも含めて、どこでどういうふう

な変化があったのかというようなことで、

少し教えていただけたらと思います。

　次に、同じ１２０ページですが、建築

課にかかわる部分です。先ほど藤浦委員

からも質問がありました震災対策推進事

業ということで３６２万円、この耐震診

断と耐震改修に対する補助の状況につい
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ては、ご報告があり、理解しました。目

標にしている９０％にこのままいって到

達するのかなという不安はありますけれ

ど、対策として、先ほど３，０００枚ほ

どビラをまいたというようなことも言わ

れていました。啓発に力を入れていくと

いうことですけれど、さっきおっしゃっ

てた３，０００枚のビラのまき方でも工

夫がいると思ったりしております。市民

の皆さんの認知度が２割程度ということ

でありますけれど、なかなか賃貸住宅に

お住まいの方なんかだと、関心が向いて

ないというふうなことであると思います

し、やはりその持ち家の方で、また木造

の方が固まっている地域でありますとか、

藤浦委員が言われました地図を作成する

のも、担当課の中でもちろんやられたら

いいのかなというふうに思いましたけれ

ど、そういった具体的にビラ配布の点で

どうお考えかなというふうなことで、お

聞きしておきたいと思います。

　土木下水道部のほうに移りたいと思い

ます。道路管理課にかかわる部分です。

　概要の１１４ページで、千里丘駅前広

場管理事業や、モノレール駅前広場管理

事業、また摂津市駅前広場管理事業とい

うことで、それぞれの金額が千里丘駅前

広場で約１，３３３万円、モノレール駅

前広場で約１，１３５万円に比べて、阪

急摂津市駅前では約４９３万円というこ

とで、半分以下です。そういう金額になっ

ておりますけれど、その辺の違いについ

て、どうなっているのかということをお

聞かせいただきたいと思います。

　続いて、１１６ページ。ここで道路補

修事業で１億８０万６，３００円という

項目があります。備考のほうには、東一

津屋１９号線ほかと書かれておるわけな

んですけれども、先ほど来の議論の中で

も、傷んでいる道路はたくさんあるとい

うふうなことで、その中での優先順位を

どういった形で決めていっているのかと

いう点についても明瞭にお聞かせいただ

けたらというふうに思います。

　あと、同じページで、街路灯修繕事業

なんですけれど、４００万円を次年度に

繰り越しということになっております。

この街路灯修繕事業について、どういう

事業で、どうして次年度に繰り越しになっ

ているのか、お聞かせいただけたらと思

います。

　道路交通課にかかわる部分です。道路

交通課にかかわっては、概要の１１０ペー

ジから、それぞれ交通安全啓発事業、交

通安全推進協議会の補助金や、交通安全

推進事業、いろいろな項目があるわけで

すけど、これもそれぞれの委員の皆様か

ら、質問があったかというふうに思いま

す。私のほうからは、昨年、交通危険箇

所の把握といった点で、通学路の安全、

とりわけ教育委員会なんかと一緒にチェッ

クもしていくというふうなことで、取り

組みがされているというふうに思うんで

す。子ども達のそういった通学路の安全

対策といった面で、どういった前進面が

図られてきているのかというふうなこと

について、お聞かせいただきたいと思い

ます。

　あと次に、これは概要の１１２ページ

です。公共交通整備事業ということで、

ここの項目は執行額はゼロ円になってお

ります。公共交通の整備にかかわって、

これも先ほど来から議論もされていって

いるんですけれども、当初予算と言いま

すか、ここの決算でも不用額を見ました

ら、３万１，４５０円というようなこと

になってるわけで、実際にこの額で、予

算額でどういうことをされようとしてい

たのかなというようなことも、この決算

書見ながら率直に感じたりしているわけ
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であります。

　これまでにも、私も一般質問等では訴

えていたと思うのですが、実際、バスを

利用される方でありますとか、交通に要

望の高い人の要望をくみ取っていくよう

な、そういうことがやられなければなら

なかったのではないのかなというふうに

思っております。市民全体の方を見回し

たときには、やっぱり必要な方、必要で

ない方、双方いらっしゃって、なかなか

同じテーブルで議論していくというふう

なことにはならないと、そんな話がこれ

まで本会議でも、部長の答弁なんかでも

やられたのかなというふうに思うんです。

今回のこの分、もちろん当面、市内循環

バスのほうを形態を変えて、これで運転

していってまた様子を見ていくというこ

とに今のところなっているわけでありま

すけれども、この間の取り組みについて

は、やっぱり不十分じゃないかなという

ふうに思いますし、今後に向けた点とし

ても、どのように考えておられるのか、

もう一度聞かせていただきたいというふ

うに思います。

　それから、１１６ページです。正雀南

千里丘線外２路線道路改良事業というよ

うなことで、この決算額は２８１万４，

０００円となっております。当初予算の

ところでは、１，０００万計上されてま

すし、その使い道についても、いろいろ

議論があったのかなというふうに思って

いるんですが、実際使われているのは２

８１万４，０００ということで、この中

身についてと、こういう状況にとどまっ

ていることについて、ご説明いただけた

らというふうに思います。

　あわせて、その後にあります交通バリ

アフリー整備事業のところの、ここの中

身についてもお聞かせ願いたいと思いま

す。

　あと、下水道にかかわってであります。

　決算概要の１１０ページ、公共下水道

事業特別会計繰出金ということで、１９

億２，０００万円という額が決算額となっ

てます。これは、予算額を２０億円組ん

でありまして、不用額として１億４，７

３９万７，０００円と大きく不用額が出

ているのかなというふうに見てるんです

けれど、公共下水道事業特別会計の収支

を考えたときに、計算方法があるんだろ

うというふうには思うんですけれど、こ

このところ中身をお聞かせいただけたら

というふうに思います。

　あと最後に、１３０ページですけれど

も、水防事務事業の項目があります。全

体で８８２万７，０００円の決算額になっ

ておりますが、その中の項目で淀川右岸

水防事務組合負担金等、それから安威川

ダム水特法１２条負担金と、ここのとこ

ろのこの中身と言いますか、状況につい

てお聞かせいただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　土井都市整備次長。

○土井都市整備部次長　それでは最初の

モノレール建設促進会議の負担金につい

てのご質問にお答えさせていただきます。

　この会議につきましては、門真市駅か

ら八尾市駅までのモノレールの延伸を促

進する会議でありまして、本市を初めま

して７市で現在活動を進めております。

負担金ですけれど、当初１万５，０００

円の負担金を計上させていただきました

けれど、会議におきまして繰越金等がご

ざいまして、十分な資金があるという形

の中で、会議で当面の間は負担金の徴収

はしないということは決定されたことか

ら、今回執行ゼロとなっているものでご

ざいます。

○木村勝彦委員長　林建築課長。

○林建築課長　震災対策推進事業にかか

る耐震補助の認知度の向上についてとい
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うことで、ビラのまき方についてでござ

いますが、まずは地区の選定についてで

すが、建築課で把握している開発年次が

５６年以前の開発地を３地区ほどピック

アップいたしまして、平成２６年の２月、

３月に５，０００万部程度ポスティング

する予定でございます。

○木村勝彦委員長　石川土木下水道部参

事。

○石川土木下水道部参事　下水道事業特

別会計に対する繰り出し金ということで、

不用額も多額であるということでござい

ますけれど、当初に比べまして水道収入

がふえた、それから歳出のほうで不用金

が発生した、こういったことから不用額

が発生いたしました。

　こういった不用額につきましては、一

般会計に返していくということになりま

す。ただ、一般会計のほうにお願いして

おりますのは、公共下水道事業特別会計

が赤字にならないように、収支の均衡が

図れるような繰り入れを、お願いをして

おります。

　仮にこれを公共下水道事業特別会計が

収入するということになれば、これは基

準外の繰入金ということで、こういった

下水道特会の基準外の繰入金ということ

が一般会計としてどうなのか、繰り出し

できる状況なのかどうか、そういったこ

とを考えると、公共下水道事業特別会計

としては最小限の収支均衡が図れるよう

な繰り入れをお願いしていると、こういっ

たことでこの不用額については、一般会

計のほうにお返しをしていくということ

です。

　今後も同じような考えで、不用額が発

生した場合には、財政課とは協議はいた

しますけれど、基準外の繰入金で公共下

水道事業特別会計だけを大幅な黒字にす

るというようなことは考えておりません。

○木村勝彦委員長　竹下公園みどり課長

代理。

○竹下公園みどり課長代理　公園維持管

理事業につきましてご答弁申し上げます。

　まず、ご指摘ありましたその備考の欄

で、一部、予算概要と比べて変わったと

ころを申し上げます。

　都市公園の数に変わりはございません。

　あと、ちびっこ広場ですが、１か所、

これは、別府の旧市営団地になるんです

けれど、そちらのちびっこ広場を地元で

管理していただいてたわけなんですけれ

ども、ご存じかと思いますが、解体をし

終えまして、廃止をしておりまして、１

か所減になってございます。

　公園維持管理事業の中身でございます

けれど、これにつきましては先ほど申し

ました都市公園４１か所、それからちびっ

こ広場９５か所、及び緑地緑道等２７か

所の公園施設の維持管理に必要な予算で

ございまして、順を追って科目から申し

上げますと、まず消耗品につきましては、

公園はいろいろと啓発の看板であったら

りとか、そういうところを公園に設置し

ている分で消耗品費として上げさせても

らってるのと、あとは直営で清掃修理す

ることもございます。そちらの軍手、ご

み袋、ほうき、ポリ袋、あと事務に使う

事務用品の費用でございます。

　それから、印刷製本費でございますが、

印刷製本につきましては、公園でも大阪

府の土地を占用して借りておったりとか、

それを緑道で整備しておる場所もござい

まして、そちらの占用の更新にかかわる

にあっての事務処理としまして、図面の

提出が必要になってございます。主にそ

ちらの書類の関係で印刷製本費として使

われてございます。

　それから光熱費でございますが、これ

につきましても都市公園における電気代、
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水道代等でございまして、主に水系施設

では非常に水を使ってございますので、

そちらの費用が主な内容となってござい

ます。

　それから修繕料でございますが、これ

につきましても市内都市公園、緑道の遊

具の修繕をやっておる費用でございます。

　遊具外の施設につきましては、例えば

公園のフェンスであったりとか、そうい

うものの取りかえの工事、広場の整備で

す。

　それから、公園管理委託料でございま

すが、先ほど、上村委員にご答弁させて

もらったように、公園の清掃関係、また、

公園にかかる除草清掃の委託、これもシ

ルバー人材センターに発注しております。

　それから、水景施設管理業務委託です。

市内４公園には水景施設がございます。

そちらの清掃であったり、電気設備機器

の点検等でかかっている費用でございま

す。

　それから、平和公園内せせらぎ調査業

務委託でございますが、平和公園内にせ

せらぎ水路がございます。大変多くの市

民の方から、このせせらぎが現在休止し

ていることについて、復活してほしい要

望を多く頂戴しております。恐らく漏水

であろうということで調査をかけておっ

たのですけれど、原因としまして結果的

には漏水でございました。それから、電

気設備についても非常に老朽化している

ということで、何とか復活できるように、

今後の検討するための委託調査でござい

ます。

　それから、都市公園管理作業委託でご

ざいますが、先ほどの安威川、大正川河

川敷公園の除草、それから市内都市公園

の樹木の剪定等でございます。

　それから、最後に公園管理等の委託で

ございまして、庄屋公園、別府公園、ふ

るさと公園に管理棟がございまして、そ

ちらの管理を地元自治会にお任せしてお

り、その委託料を支払っているものでご

ざいます。

　それから、公園等砂場消毒清掃委託料

でございますけれど、これにつきまして

は市内７４か所の都市公園、ちびっこ広

場に砂場がございます。大体、月２回ぐ

らいシルバー人材センターに発注しまし

て、砂場の清掃、ふるいにかけまして消

毒をまいております。そちらの費用です

ね。

　あと、公園遊具点検業務委託料でござ

いますが、こちらにつきましては、全て

の遊具につきまして、点検を行っており

まして、今年度でいきますと約６００基、

遊具の調査を行っております。そのうち、

我々がＡからＤまでランク付けしており

ます。Ｄが非常に悪い判定だということ

になっております。それが２０基ござい

まして、あとＣ判定が２２８基、Ｂ判定

が１０３基と、Ａ判定１６３基。Ｄ判定

の遊具につきましては、平成２４年、平

成２５年で修繕済みでございます。です

ので、安全に使っていただける状況でご

ざいます。

　それから、公園台帳作成委託料でござ

いますけれど、これにつきましては、毎

年１公園ずつ公園の台帳の整備をしてご

ざいます。平成２４年度につきましては、

先ほど部長の補足説明にございましたよ

うに、ゆりのき公園をしております。結

果、全体で申し上げますと、市内都市公

園４１か所のうち、公園台帳の整備して

おります箇所が３２か所でございます。

残りが９か所でございます。

　それから、トイレレンタル料でござい

ますけれど、春のシーズンに、新幹線公

園が桜の開花のシーズンにトイレを増設

しております。これは、公園を見学され
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る方が非常にふえるということで、新幹

線の車両を見学される方、それから桜を

見物される方、非常に多くて、多いとき

で一日８００人近く一日で来られるとい

うこともあります。そういったことも踏

まえまして、トイレはもともと１基ある

んですが、増設しております。その増設

のレンタル費用を計上させてもらってい

るということです。

　あと、砂、樹木等でございますけれど、

これにつきましては、いわゆる直営で原

材料を購入して、公園の修理をやるケー

スもございますので、そちらの原材料の

計上をいたしている次第でございます。

　最後にちびっこ広場管理補助金でござ

いますが、これにつきましては地域の自

治会で面倒を見てもらう、それに補助金

交付をさせてもらっております。それで

もって、皆さん清掃道具であったりとか、

そういった費用のための補助金をお出し

させている次第でございまして、この自

治会が当初予算の中では、６７自治会２

団体でございましたが、６４自治会３団

体と減ってございます。やはり、高齢化

が進んできておりまして、なかなか自治

会で１年通じて面倒を見るのが大変だと

いうお声を大変いただいてます。その辺

はまた、自治会と協働しながら管理して

まいりたいなと思っております。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは弘委

員の１回目の質問にお答えさせていただ

きます。

　４番目の決算概要１１４ページにござ

います駅前広場の管理事業、千里丘駅前

とモノレール駅前と摂津市駅前の委託料

の差額はどういうものだという問いだっ

たかと思うんですけれど、それぞれの駅

前広場におきまして、日常清掃のほかに、

千里丘駅前におきましては定期清掃を年

３回行っております。また、千里丘駅前

はデッキもございます、その清掃等もご

ざいまして、ということでございます。

　モノレール南摂津駅前におきましても

日常清掃のほかに定期清掃を年３回行っ

ておりまして、こちらも中央環状を渡っ

た側のエレベーターとの横断歩道橋等、

施設の管理がかなり千里丘駅とモノレー

ル駅前にはございます。

　摂津市駅前につきましては、清掃業務、

日常清掃業務はほぼ同じような頻度であ

るんですけれども、施設管理としての委

託の内容が余り今のところないもんです

から、街路樹の剪定につきましては、ま

だそんなに伸びてないということであり

ますのと、定期清掃はまだ行っておらな

いという状況でございますので、今後そ

ういうことが出てくるということでふえ

ていく可能性はございますけれど、今そ

ういう状況で差額は減ってございます。

　それと、１１６ページの街路灯修繕事

業の４００万円の繰り越しの件でござい

ますけれども、先ほど上村委員の質問に

もございました補助金、社会資本整備総

合補助金が平成２４年度に補正でいただ

いた追加補正でございます。それを、本

年度道路ストックの点検という形で、照

明灯の点検作業の委託料をいただいてお

るわけでございまして、それを平成２５

年度に繰り越して、作業に入ったところ

でございます。

○木村勝彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　淀川右岸水防事

務組合の負担金及び安威川ダム水特法第

１２条負担金の金額についてご説明させ

ていただきます。

　まず、淀川右岸水防事務組合の負担金

に関しましてですが、淀川右岸水防事務

組合というものは、島本町、高槻市、茨

木市、摂津市、吹田市、豊中市及び大阪
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市にまたがる水防区域をもっておりまし

て、負担金の算出に関しましては、その

防御面積の延長比で負担金を支払う形に

なっております。したがいまして、その

中で淀川右岸水防事務組合の中では、収

入につきましては大阪府からの補助金が

ありますけれど、それ以外はこの構成各

市の、各市及び島本町の組合費で賄って

おります。その中で、大阪市が約８割を

占めています。そして、大阪市と淀川右

岸水防事務組合の中で組合の負担額を毎

年協議して決めておられます。私どもの

ほうがその割合に従って支払っていくと

いう仕組みになっております。

　なお、この予算につきましては、必ず

幹事会等が開かれますので、その中で私

どもは私どもなりの意見を述べさせても

らって、この金額が妥当かどうかという

のを判断させてもらっているという次第

であります。

　次に、安威川ダム水特法１２条の負担

金につきましては、安威川周辺の整備事

業に係る費用の持ち分を負担するもので、

関連市は大阪府を含み高槻市、茨木市、

摂津市、吹田市、大阪市です。この負担

率につきましては、安威川ダムを整備せ

ずに氾濫がおきた場合、どれだけ浸水す

るか、ダムができることでその浸水部分

が解消できるかという受益面積の割合を

もって算出しています。

　これにつきまして、摂津市の負担率に

つきましては、９．９９％になっており

ます。全体の額なんですが、１２億３，

３００万円になっておりまして、この中

で平成２４年度の支払いにつきましては、

この決算書に書かれてるとおり、２９９

万７，０００円という形になっています。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　弘委員の質問

に、答弁が漏れておりました。追加させ

ていただきます。

　道路補修事業の優先順位という内容で

ございましたけれど、私どもは補修につ

きましては、計画を立ててはおるんです

けれど、毎年全てができるわけではござ

いませんので、再度、翌年度の事業実施

のときには、現状も確認いたしまして、

その中で悪いところ、交通量の多いとこ

ろ、人の往来の多いところ、そういうと

ころをもって場所を決めさせていただい

ているところでございます。

○木村勝彦委員長　押部課長代理。

○押部道路交通課長代理　弘委員からの、

道路交通課の所管いたします３点のご質

問のうち、公共交通整備事業に関する部

分についてご答弁させていただきます。

　決算概要の中での予算現額３万１，４

５０円となってございますが、当初予算

につきましては３１万１，０００円とい

う金額を計上させていただいておりまし

た。これにつきましては、公共交通懇談

会等の設置に向けた有識者等の方への報

奨金を含めた予算の措置となっておりま

すけれど、現時点ではまだ正式な懇談会

の設置には至っておりません。

　決算額の３万１，４５０円との差額な

んですけれど、この差額２７万９，５５

０円につきましては、公共交通整備事業

の中でよく検討いたしてまいりました各

種団体との懇談会、そういった中でのア

ンケート調査等をもとにいたしまして、

平成２４年度中に、平成２５年３月１８

日になりますけれども、市内循環バスの

運行ルートの変更をさせていただきまし

た。この際に、車載機器等の経費の変更

にかかる費用、案内板の表示に関する費

用、こういったものにつきまして公共交

通整備事業のほうから流用をさせていた

だいた上で執行いたしたものでございま

す。
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　公共交通の整備事業につきましては、

このままでよいというふうにはもちろん

当然考えておりませんが、平成２４年中

に実施をいたしました市内循環バスの運

行ルートの変更、ＪＲの千里丘を起終点

とした形に変更いたしておりますけれど、

平成２５年度に入りましてからも、若干

利用客数についても、７％程度ですけれ

ども前年に比べて上昇しておるというよ

うな結果もございます。

　また、平成２５年度の今年の８月です

けれど、鳥飼地区に運行いたしておりま

す公共施設巡回バス、これにつきまして

も一定運行のルートを変更させていただ

きました。公共交通整備事業の中でとい

う枠組みの中で、今現行、優先的に市内

循環バスであり公共施設巡回バスの運行

をどのようにしていくのかというのを主

に、現在のところ検討いたしておるとこ

ろでございます。この利用状況等を勘案

しながら、これから先どのようなことが

考えられるのか、この先事業の中で一定

検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

○木村勝彦委員長　永田道路交通課長。

○永田道路交通課長　それでは、弘委員

の質問に対して、まず７番目の交通危険

箇所についてでございますが、これにつ

きましては各小学校の校長から危険箇所

の報告を受けた箇所、平成２４年度にお

いては全３８か所ございまして、それに

対して子育て支援課、それから道路交通

課、そして摂津警察とあわせて小学校の

ほうに出向いて、協議のほうもまた行か

させていただいたり、地元の自治会長等

も含めた対策協議会のような形で部分も

協議させていただいておりまして、それ

に対して対策はしているところでござい

ます。中には、大阪府道もありますので、

その中で市あるいは摂津警察のほうで対

策がとれるところについては、順次対策

を講じていっているところでございます。

　続きまして、９番目の正雀南千里丘線

についての当初１，０００万だった予算

について、２８１万４，０００円しか執

行しないことについてでございますが、

この２８１万４，０００円につきまして

は、正雀駅エレベーターの前に１１階建

てのマンションができておるんですが、

その用地の確保ができましたので、それ

についての暫定的な歩道の整備に要した

費用でございます。

　それと、残り６００万円の内訳としま

して、３００万円が手数料、残り３００

万円が測量委託料という形で予算計上さ

せていただいておったんですけれど、交

渉事でございますので、最終までそれを

もって望んでおったところですけれども、

それについては執行できておりません。

よって、それは補正減額しておるんです

けれど、実質執行したのは、その歩道の

暫定整備の２８１万４，０００円でござ

います。

　それから、１０番目の交通バリアフリー

の中身についてでございますが、これに

つきましては、正雀南千里丘線、正雀駅

から東へ一方通行に進む正雀南千里丘線

と言いますが、そこの路線にグリーンベ

ルトを施した工事内容となっております。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、２回目の

質問をさせていただきたいと思います。

　最初のモノレール建設促進会議負担金

の部分はわかりました。門真から以南に

まだ伸ばす計画というようなことはある

というふうには聞いておりますけれど。

今後もこのモノレール、事業としてはど

の程度まで計画されてて、現実的に実現

の見通しといいますか、そんなのとかも

この促進会議の中でそういった話は多分
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しないんだろうというふうに思うんです

けれども、促進会議はどちらかと言えば、

やってくださいよっていうふうなことで

の後押しをしていくことかと思うんです

けれども、これについては今後も摂津市

としてもここに加わってやっていくとい

うふうなことでの考えでいいのか。なか

なかしばらく動いていない事業というふ

うに認識しておりますので、聞かせてい

ただきたいと思います。

　続いて、公園の関係ですけれども、丁

寧なご答弁をいただきましてありがとう

ございます。

　さまざまな公園にかかわっても予算が

必要でありますし、なかなか追いついて

ないんだろうなというようなことも自治

会とか、実際にシルバー人材センターで

お仕事をしておられる方からもお聞きし

ているところなんですけれども、一つ、

そんな中でも私、気になってる部分が２

つありまして、摂津警察署の裏側、第一

中学校との間のところに公園ができてお

ります。南千里丘、摂津市駅の開業と大

体同時期ですから３年しかたっておりま

せんけれども、そこの公園の砂地の少し

傾斜がついてるところに点字ブロックが

並べてあります。これが既に砂が雨等で

流されて、ブロックだけが浮き出てたり、

３年ほどの間にこういうことになってし

まってて、修繕というか手を入れていく

と、手を入れるごとにまたお金もかかっ

てくるのかなというふうなことも考えら

れますけれども、今後、保育園がそこに

つくられるというようなこともあります

し、小さいお子さんがつまずいて転んだ

りというふうなことも出てくるんじゃな

いかとか、またこの間も多くの方からだ

んだんえぐれてきてしまってて危ないん

じゃないかっていうようなことも声とし

て寄せられてますので、こういったもの

は早急に対応していただきたいというふ

うなことと、設計というか、あそこをつ

くった際にあそこの砂地がこういうふう

になってしまうんじゃないかというよう

なことが想定できなかったのかなという

ふうなことについて聞かせていただきた

いと思います。

　もう一つ、摂津市駅の周辺になります

が、境川のグランドハイツ横、千里丘東

４丁目です。堤防のところを緑道として

整備をしていっていただきたいというよ

うなことで、私も一般質問で取り上げま

したし、隣にいらっしゃいます藤浦議員

もおっしゃってましたけれども、その当

時から機構改革等で所管が動いたりとか

で、いろいろとややこしかったのかなと

いうふうに思ったりしてますけれども、

その後、議論がされてるのか、一体所管

がどこになってるのか、そのことを聞か

せていただきたいと思います。

　建築課にかかわる部分の震災対策推進

事業です。耐震診断、耐震改修の部分で

の啓発で、来年にビラを５，０００枚配

布というようなことをやっていただくと

いうようなことであります。やはり持ち

家の方でも古いおうちで今後どうしてい

くのかということについて、私のほうに

も耐震改修をしたいけれどもそういった

予算の工面もなかなか難しいとかいう話

も以前寄せられたりもしています。なか

なかおうちの中の一部改修とかでは無理

で全部とかいうこととか言われてたり、

中には寝室だけとか部分だけでも耐震が

できないのかっていうふうなことを言わ

れている方もいらっしゃったわけであり

ますけれども、この間、制度として改善

されている部分もあったのかなというふ

うに思うんですけれども、今の時点で制

度の中身の状況と改善の余地がないのか

なというふうなこと等、教えていただき
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たいと思います。

　次に、駅前広場の関係です。千里丘駅、

モノレール駅、阪急摂津市駅とそれぞれ

あって、予算の違いは仕事の中身によっ

て出てきますよっていうふうなことであ

ります。今のご説明でこの違いの部分は

わかりました。

　ただ、摂津市駅前広場、これは管理と

いう部分とまた違うのかもしれませんけ

れども、あそこの千里丘駅東口で私も毎

週金曜日の朝、立っているわけなんです

けれども、そうしますと、路面が割れた

り陥没したりという状況っていうのがこ

の数年間の中で何回かやっぱり気になっ

て修理していただきたいというようなこ

とで要望をしたりしております。そうし

たその経年劣化、構造上の問題がどうなっ

ているのかということもありますが、管

理を委託している人は清掃やそういった

ことだけっていうようなことであります

から、日々のチェックなんかは担当の職

員の方がやられているっていうふうに思

うんですけれども、そうした今の状況を

教えておいていただきたいと思っており

ます。

　それから、摂津市駅前にかかわる部分

なんですけれども、新しい駅でまだ状態

はきれいなんですけれども、多くの皆さ

んが駅前に何もないというふうなことを

おっしゃられてて、ここの駅前にそうい

えば以前構造物はできるだけつくらないっ

ていうことをおっしゃってたかなと思う

んですが、それでもやっぱり身障者の車

の乗り場にはベンチもつけてと、またバ

ス停にも全く椅子がないのはどうかとい

うことで、こういったものはつけらてい

るんですけれども、やはり１時間にバス

が、交互で２本ですから、そういった時

間帯の中で何かしながら時間を待ってお

られる方にとっては一つだけのベンチで

はどうも足りていないようだというふう

なことも耳にしますし、またほかの駅に

はどこにでも郵便ポストがあるけれども、

あそこにはつくられないのかなっていう

ふうなことで要望が上がっております。

駅のあそこが観光バスの集合場所になっ

ててそこからツアーに出て行くとか、そ

ういうようなことも最近はやられている

ようであります。そういった方がトイレ

がないということでよく声を聞くんです

けれども、駅前の管理事業と離れてしま

いますけれども、要望としてこれは言っ

ておきたいなというふうに思っておりま

す。

　次に、道路補修事業で優先順位という

ことでお聞きしました。答弁でおっしゃ

られることがそうなのかなというふうに

思うんですが、子どもの通学路の安全対

策で道路交通課のほうから答弁いただき

ましたが、そうしたところが昨年度予算

の決算ですから、その後、今年のそういっ

た道路補修の状況についてもわかる範囲

で結構ですので教えていただきたいとい

うふうに思っております。

　また先ほど来から出てる自転車の関係

で、啓発はしてるんだけれどもなかなか

車道の路肩を自転車が走る形状になって

ないというようなことも、これもこの間、

各議員から一般質問の中でもあったかな

というふうに思っておるんですけれども、

このあたりのところ、例えば、正雀の星

翔高校や、薫英学園の間の道ですね。あ

あいったあたりも学生をはじめ自転車の

通行が随分と多いです。これらの方なん

かも歩道のほうに上がって通行っていう

ふうにもあの場合なりませんし、かなり

通行されてても危険な感じで見受けたり

するんですけれども、こういった状況な

どの把握について、言い出したらあっち

もこっちもというようなことになってく
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るのかもしれませんけれども、絡めて教

えていただきたいと思ってます。

　街路灯修繕事業の中身については今の

説明で結構です。

　次に、道路交通課にかかわる部分での

危険箇所チェックの部分です。これは先

ほど言いました道路の修繕と絡めてしっ

かりと取り組んでいっていただきたいな

と思いますし、大阪府道もあるというこ

とで、そういった大阪府に対する働きか

けもぜひよろしくお願いしたいというふ

うに思います。

　私が一昨日、京都の八幡市のほうに行

くことがあって、たまたま通りかかった

道のところで通学路の安全対策工事がや

られておりました。以前の亀岡に続いて

京都の八幡市でもついこの間ですけれど

も、通学途中の子どもが事故にあうとい

うことが起こっております。摂津市でも

これは、よそごとではないっていうふう

なことも改めて感じましたし、本当に、

改めて見たら危険なんです。ここが通学

路になってるのかっていうふうなことで

びっくりしたりもしましたけれども、そ

ういうふうなところがあります。摂津市

でもぜひここのところは万全の注意をし

て、また対策をしっかりと図っていって

いただくようにお願いしたいと思います。

　公共交通整備事業の部分であります。

ここについては、当初の予算は３１万１，

０００円だったというようなことでご説

明もいただいて、当初は有識者も加えた

公共交通懇談会を開いていこうというよ

うなことも考えていらっしゃったってい

うふうに今お聞きしたんですけれども、

それがどうしてやられてなかったのかと

いうことをもう一度お聞かせいただきた

いのと、今後の部分でそういうのが必要

なのか。必要でないという判断をされて

いるのかどうか。今後のところでやられ

ていくおつもりなのかどうかっていうふ

うなこともお聞かせいただきたいと思い

ます。

　９番目に正雀南千里丘線外２路線道路

改良事業の部分です。ここでも不用額の

部分です。当初予定していた手数料であ

りますとか、その他のものについては今

回は執行にならなかったというふうなこ

とでありますけれども、この分について

は今後必要度合いがどうなのかっていう

こともせっかくですから教えていただき

たいと思います。

　それから、交通バリアフリー整備事業

で支出されている部分です。正雀駅前の

カラー舗装が道路改良事業のほうなのか

と勘違いをしてたんですけれども、カラー

舗装がされてというふうなことでありま

すけれども、状態として大きく変わった

というふうにも思えない部分も正直言っ

てあります。バリアフリー整備事業の中

身でいろいろとこの間取り組まれている

部分あると思うんですけれども、ただそ

のカラー舗装の部分も一定有効なことだっ

ていうようなことでやられていると思い

ますが、今後の交通バリアフリー整備事

業の中身についても教えていただけたら

と思います。

　最後、下水道にかかわる部分にいきま

すけれども、特別会計繰出金のところは

使用料収入とかも多くてというふうなこ

とで採算を合わせる上では約１９億円で

いけるというふうなことでのご説明であ

りました。単年度で言うと、この間、下

水道の部分でそういった形でやりくりが

されているというようなことは認識もし

ておりますし、徐々にこの間借金の部分

も減らしてきているというふうには認識

してますけれども、今後その償還金、返

済額のほうが大きくなっていくっていう

ふうな中で、また市民の皆さんに料金の
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値上げがはね返っていったりするんでは

ないのかなみたいなことも不安に感じる

わけでありますが、そういったところの

見通しについて、一般会計からの繰り出

しとの関係でご答弁をできたらお願いし

たいと思います。

　水防事務事業の部分でありますが、こ

この部分でそれぞれの負担金のご説明が

ありました。水防事業ということでこの

間の水害対策に力を入れて取り組まない

といけないというようなことが言われて

る中で、淀川右岸水防事務組合と安威川

ダムについて、それぞれが果たしてる役

割について、お聞かせいただきたいと思

います。

○木村勝彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　それではモノレー

ルの延伸についてのご質問にお答えした

いと思います。このモノレールの延伸に

つきましては、大阪府の財政的な問題も

ありまして、しばらく具体的な動きがな

かったものでございますけれども、この

平成２５年に大阪府が調査を実施される

と聞いております。これをもって若干状

況も変わってくるのかなと思っておりま

す。本市につきましても、本市部分のモ

ノレールにつきましては既に完了してる

んですけれども、当然延伸することによ

りまして、摂津市の利便性も向上すると

いうこともございますので、今後とも延

伸につきましては本市も引き続き要望し

てまいりたいと考えております。

○木村勝彦委員長　竹下課長代理｡

○竹下公園みどり課長代理　弘委員の南

千里丘の点字ブロックについてと、それ

から境川右岸のグランドハイツ前の件の

２つについてご答弁申し上げます。

　まず南千里丘公園でございますが、基

盤面が土系の舗装になっております。弘

委員もご存じだと思うんですが、斜路に

なってございまして土がかなり削れてる

状態にあります。当初は点字ブロックが

砂で埋もれて隠れていると市民からの要

望も受けまして、シルバー人材センター

による清掃時に、その点字ブロックを隠

さないように、できるだけ掃いて見える

ように指示はさせてもらっておったわけ

なんですけれども、障害者に配慮した形

でさせてもらってたんですが、結果、砂

がかなりやせてしまって点字ブロックが

浮き出てるような形になってございます。

私もこの現場を確認させてもらっておっ

て、何らからの応急措置はしていきたい

と思っております。

　もともとの設計の考え方というご質問

であったと思いますが、まず南千里丘ま

ちづくり事業の中で南千里丘公園を整備

する折に、市民を入れたワークショップ

を開いていると聞いております。そのと

きに市民の強い要望の中でここはやはり

アスファルトではなくて土を感じられる

ようなものにしてほしいというような要

望もありまして土系舗装というふうな形

でさせてもらっています。ただし、何度

も復旧して削るようであれば、抜本的に

考えていかなければならないと思ってお

りますので、どういった形が一番ベスト

かというのを今後検討してまいりたいと

思っております。

　それから境川の右岸の通路を封鎖して

いるところの問題でございますけれども、

先ほどおっしゃっていただいたように、

平成２２年３月の阪急摂津市駅開業当時

からあそこは封鎖しております。当初は

いろいろ職員直営であったりとかいう話

はさせてもらっておったんですけれども、

現在は大阪府茨木土木事務所と協議して

おります。協議しておる内容につきまし

ては、管理の方法です。これについて一

から協議をしております。転落防止柵が
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現状、法律の規定である１１０センチに

みたない８０センチです。協議の中で、

これは大阪府茨木土木事務所の財産にな

りますから、１１０センチの転落防止策

に回復してほしいという要望を強くして

おります。大阪府につきましてもしっか

りした返答をまだいただいてないところ

でございますけれども、予算化できそう

であればしていきたいという返事も大阪

府茨木土木事務所からも受けております

のでそういった協議を交わし、また管理

についての協定書も締結していきたいと

いうところでございます。

○林建築課長　震災対策推進事業の改善

の余地についてでございますが、平成２

０年３月に摂津市住宅・建築物耐震改修

促進計画を作成し、平成２７年度までに

耐震化率９割を目指して耐震診断及び改

修の普及について進めています。平成２

３年度からは木造住宅、マンション、特

定建築物にも診断補助を拡充しており、

改善・改修におきましても設計補助や定

額補助を導入し、改善に努めております。

簡易改修としてはシェルターは補助対象

とはしておりませんが、評点が０．７未

満と診断されたものを０．７以上に高め、

かつ０．３ポイント高める工事について

は補助対象といたしております。一部、

簡易改修を認めています。今後、シェル

ターや解体等の補助については近隣市町

村の状況を見て検討していきたいと考え

ております。

○木村勝彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは弘委

員の２回目の質問にお答えさせていただ

きます。

　ＪＲ千里丘駅東口の内容でございます

けれども、弘委員がおっしゃっている内

容はエスカレーター前あたりのことかと

いうふうに思いますけれども、あの範囲

につきましては、タイルはＪＲ西日本で

管理されている範囲かと思われます。段

差が若干出ておりましたので、段差解消

をお願いするという形で再三連絡を入れ

させていただいて、一部直っているかと

思っております。その他、小さな陥没が

できました際には、私どもが道路パトロー

ルに２名でまわっておりますので、それ

で応急措置もいたしますし、それで手に

負えない場合は土木維持作業という形で

も直させていただきますし、それ以外で

は修繕作業という小規模な舗装もさせて

いただきます。大きな規模になりますと、

道路補修作業という形に順次上がってい

くような状況でございます。

　次に通学路での道路補修の状況という

ご質問でしたけれども、大規模なものと

してはなかなか無いかなと思っておるん

ですけれども、今年に入ってからになり

ますけれども、通学路の中で大型車両の

通行が多いということで、大型車両の規

制はしてるけれども、路面標示は道路交

通課のほうで補助的に入れていますが、

それが大分薄くなっています。薄くなっ

ているけれども直すに当たっては舗装が

大分傷んできているというような状況が

ございましたので、道路交通課と一緒に

なって部分的な道路の修繕工事をいたし

まして、路面標示を復旧しました。そう

いうことでは進めさせていただいており

ます。

○木村勝彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、弘委員

の２回目の質問について、まず９番目の

正雀南千里丘線についてのご質問に対し

て答えさせていただきます。正雀南千里

丘線についての今後についてなんですけ

れども、先ほど答弁申し上げました暫定

舗装についてと、現在もう一つ用地を確

保しておるところでございます。全体事
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業の中では２５％を用地取得しておりま

す。今後は、続きまして用地の補償を今

年度も引き続いて行っているところでご

ざいます。もし仮に確保できました場合

については、５０％の確保になる予定で

ございます。

　その後につきましては、若干、国有地

が存在しているところもございますので、

それに向けて関係する機関と協議を詰め

て対策を検討していく予定でございます。

それを終えて、用地の取得を進めていき

たいと考えております。

　今後につきましては、新在家鳥飼上線

の段差改良、それと千里丘駅西口のほう

におきましてグリーンベルトの施工を実

施する予定でございます。千里丘駅周辺

と阪急正雀駅周辺におきましてはバリア

フリー特定経路と位置づけしているとこ

ろがございます。そこについては可能な

限りバリアフリー対策を講じてまいりた

いと考えております。

○木村勝彦委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　下水道事業に

対する繰出金ということで、来年度以降、

償還金もふえる中で料金の改定の計画が

あるかというご質問でございますが、来

年度、平準化債の発行から１０年が経過

してまして、毎年６％元金を返していっ

てる中で、３年間の据え置きがあって４

２％の元金償還が終わると、残り５８％

分を一括償還することになり、来年度以

降、公債費が急増いたします。ただ、こ

の増加分につきましては借換債を予定し

ておりまして、それで財源手当てはでき

るだろうと思っております。

　料金の改定ということについてでござ

いますけれども、今の時点で予定をして

いるわけではございませんが、料金収入

が今後どういうふうに推移していくのか。

また一般会計の繰入金、これが考えてお

りますような収支均衡が図れるような繰

り入れが確保されるのかどうか、こういっ

たことも含めて料金改定の要否を検討し

なければならないと考えております。

○木村勝彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　弘委員の２回目

の質問にお答えさせてもらいます。

　摂津市にとりまして淀川右岸水防事務

組合と安威川ダムはどのような役割を果

たすかというご質問でありますけれども、

まず淀川右岸水防事務組合に関しまして

は、主に防御区域としましては摂津市域

の中では淀川の堤防のところになります。

そもそも今の淀川の堤防の状態は２００

年に一度の雨でも耐久するぐらいの強度

を今のところも機能を有してるというこ

とを聞いております。水防組合としまし

ては、万が一の場合の予防及び監視のほ

うで携わっていただいていると考えてお

ります。

　安威川ダムにつきましては、先日の一

般質問でも、土木下水道部長から答弁さ

せていただいていますが、現在は１０年

に一度の降雨量を想定されています。し

かし、安威川ダムと下流側の堤防が整備

されますと、１００年に一度の降雨量の

強度に耐えるという形になっております。

したがいまして、安威川ダムができるこ

とは、私どもの摂津市にとりましても安

威川の強化になりますので、これはハー

ド面からしても大事なことと考えている

ところであります。

○木村勝彦委員長　押部課長代理。

○押部道路交通課長代理　弘委員の２回

目のご質問、公共交通整備事業の中での

公共交通懇談会の設置、未設置について

ということなんですけれども、当初はあ

くまでも仮称といたしまして私的な懇談

会として考えておったわけですけれども、

その構成メンバーとして大阪府であった

－49－



り、交通事業者、タクシー事業者、地域

の代表者であるとか、こういった構成メ

ンバーの中で一定の懇談会の設置という

のを考えておったんですけれども、現在

本市が抱えております問題というのは、

主に中央環状線以西を運行しています市

内循環バス、この運行の利用状況、それ

と鳥飼地区を運行しております公共施設

巡回バス、この利用状況の少なさの中で

より利便性のよい、公共交通の整備とし

てどのようにしていったらいいのかとい

うのが主たる目的であります。ところが

当初設置しようとしていた公共交通懇談

会というのは、今申し上げましたように、

一定の利害関係のある事業者で構成され

てまいります。本市は市内循環バスにつ

いては、近鉄バスに対して年間１，００

０万円の補助金を交付して運行いたして

おりますし、公共施設巡回バスに関して

は阪急バスに対して委託運行をしていま

す。この理由としましては、公共施設巡

回バスに関しては府道沿いを主に阪急バ

スが運行しているということで、その路

線バスと一部競合する部分の補填という

ことではありませんけれども、そういっ

た面も一部兼ね備えて阪急バスに今委託

しておるわけです。今申し上げましたよ

うに、一定の利害関係のある中で、そう

いう懇談会を仮に設置したとしてもなか

なか意見集約というのは難しいものがあ

るということや、また参加いただけるご

意志がない団体もあるということもあり

まして、現在まで設置に至っていないと

いうことです。

　もう一つ、他市の状況等を見ますと、

道路運送法の中に規定されております地

域公共交通会議というのがあるんですけ

れども、これは法的な機関でありまして、

市が事業実施していく際には一定額の補

助金が３分の１であったり２分の１であっ

たり、公共交通の整備に関してかかる費

用を補助するというようなケースも、補

助金の交付も含めた一定の法的な機関な

んですけれども、こういった地域公共交

通会議というのを立ち上げておられる市

町村も数多くあります。本市についても、

私的な懇談会の設置が適しているのか、

今の現状から地域公共交通会議のような

法的な懇談会の設置が適しているのか、

そこのところをいま一度本市の実情に合

わせて、今後引き続き、どちらが適して

いるのかというのを検討していきながら

設置に向けて再度検討を重ねていきたい

というふうに考えております。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　最後にしておきたいと思う

んですけれども、少しご答弁、幾つか願

いたいというふうに思います。

　最初のモノレール建設促進会議の件な

んですけれども、今後、延伸を要望して

いくというでお話ありました。仮にその

ときに、府も調査して事業が始まってい

くとなったときに、関係市である摂津市

としても事業の負担金みたいなことが発

生してくるようなことになるのかとか、

これは簡潔ににお答えいただけたらと思っ

ております。

　公園の部分は先ほどの答弁で結構です。

　震災対策推進事業の部分でありますけ

れども、やはり多くの皆さんが今後来る

かもしれない地震に備えてはできるだけ

備えを持ちたいというようなことで考え

ておられると思うんですけれども、そう

した思いと実際に費用負担ができるのか

どうかというようなところで、補助制度

もつくられてきているんだと認識をして

おります。ぜひ多くの人が活用できるよ

うな、そういう中身での改善も今後もま

た力を尽くしていただけたらなと思って

おります。
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　道路管理にかかわる部分で、駅前の部

分は今のお答えで結構です。

　道路補修にかかわる部分です。やはり

交通危険箇所ということでも述べられた、

また道路の舗装が傷んでるっていうよう

なこと、さまざまやらなければならない

ことっていうのは大きいと思います。な

かなかここの事業は全て一般財源で賄っ

ていくのかっていうふうなことでもあり、

限られている予算内でっていうふうなこ

とで苦労もされてるんだっていうふうに

は認識してるんですけれども、ぜひ事故

のない安心・安全なまちづくりっていう

ふうな点で、今後より一層精査して事業

の取り組みを進めていっていただきたい

と要望しておきます。

　公共交通の関係での懇談会です。これ

につきまして、今のお話では開く必要が

あるのか、ないのか、明確な答弁ではな

かったというふうにも思ったりしてます

けれども、でもやっぱり交通弱者と言わ

れるようなそういった方たちは年々ふえ

ていくっていうようなことが言われてる

中、ニーズは大きいものがあるというふ

うに認識してます。とりわけ住んでおら

れる地域によっての格差が大きいという

ようなこともそうですけれども、これま

で車の運転が普通にできておられた方が

もう運転できないよっていうようなこと

で免許証の返納ですとか、そういったこ

とになってくる、そういう世代の方がふ

えてるっていうふうに認識しております

し、ついこの間、大阪府が免許証を返納

される方に対する支援制度みたいなこと

への案内といいますか、ビラをつくって

いたようで、市のホームページのほうに

もそういうようなことがアップされてい

たのを目にしたんですが、ただ、その中

身で交通手段を確保していけるようなそ

ういう中身になってないんじゃないかなっ

ていうふうに思いまして、飲食店でのサー

ビスがありますよとかいろいろさまざま

そういったことが書いてありました。確

かにタクシーの補助なんかについてもそ

ういう記載がありましたけれども、これ

は運転されてた元ドライバーの方という

か、運転免許をもともと持っていらっしゃっ

た方はそういう対象になるけれども、そ

の人の配偶者でありますとか、一緒に連

れて行ってもらってた方なんかはそうい

うのはないというふうにも思っておりま

す。そもそも公共交通のところでもう少

ししっかりと整備していく必要があるの

かなというようなことを改めて思ってお

ります。ぜひ、今後の検討も続けていっ

ていただきたいと要望としておきます。

　正雀南千里丘線にかかわる部分であり

ますが、暫定的な舗装が今やられて、今

後も本格的に正雀あたりが動いていくと

いうようなことも見通しとしてはあるの

かなというふうに思っております。ただ、

現状の中で気になっている点が一つある

んですけれども、駅前の駐輪場の区画が

道路工事にかかわって一部ふさがってま

すよね。これまでも確か駐輪場はいっぱ

いでなかなかスペースが当たらないとい

うふうなことであったかと思うんですけ

れども、この工事期間ずっとそういう状

況が続くというようなことであれば、寄

りつきの点からしても問題だと思います。

放置違法駐輪とかがふえたりしないかな

というようなことも思っております。１

０月から確か下がっているのかというふ

うに思うんですけれども、現状と今後の

見通しをお聞かせいただきたいと思いま

す。

　下水道にかかわる部分では、お答えが

ありましたが、収支均衡が図っていける

ように、一般会計からの今後の繰り出し

についてもしっかり出していってもらえ
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るように要望もしていくというようなこ

とであると思います。私も先日の本会議

一般質問で公共料金の値上げっていうよ

うなことが市民にとっては本当に暮らし

の中では死活問題になってくるっていう

ふうなことを訴えさせていただきました。

物価も上がって市ではこの間、公共料金

の値上げはストップしているけれども暮

らしの実態はどんどんと先細りになって

いるっていうふうなそんな方のお話、た

くさん聞いております。とりわけ、下水

道使用料は高いっていうふうなことが言

われている中でありますから、どうにか

そこのところが手当できないのかなって

いうようなことを常々思っているわけで

ありまして、またこの後、公共下水道事

業特別会計での議論もありますけれども、

このことについては申し上げておきたい

と思います。

　水防事務事業の部分で、１００年確率

の大雨に備えていくというふうなことで

説明がございましたけれども、以前から

安威川ダムについては、本当にこれが費

用面、それから水害に対する備え、確か

にそういう側面あるんだというようなこ

とは上がっておりますけれども、大きな

負担になってるんだっていうようなこと

を認識しております。

　また、本当にダム頼みでいいのかって

いうようなことで言ったら、この間の集

中豪雨ですね。ゲリラ豪雨とも言われて

おりますけれども、大きな雨での浸水、

１００年確率ではない、そうした雨で水

につかるっていうようなことが相次いで

いるわけですから、浸水対策を今後とも

取り組んでいくっていうふうなことのほ

うにこそ、もっともっと取り組みを強め

ていただきたいというふうなことでの要

望として、私からの質疑は以上とします。

○木村勝彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　それでは、モノ

レールの延伸についてのご質問ですけれ

ども、先ほど私、大阪府のほうで調査が

実施されると申しましたけれども、まだ

まだこの調査がすぐに事業に結びつくと

いうようなレベルの調査ではないと考え

ております。事業に入りましてもまだま

だ先のことかなと思いますので、今の段

階でその事業に対する負担ということは

なかなかお答えすることができないのか

と思いますけれども、摂津市域での事業

を例にとりますと、モノレール事業は大

阪府の事業になりますので、摂津市に事

業費の負担というのは求められておりま

せん。ただしそのときに駅前の広場であ

りますとか駅前の周辺整備については市

のほうでいろいろ整備をするように求め

られたという経緯がございます。

○木村勝彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、弘委員

の駐輪場の件について答弁させていただ

きます。

　今現在、弘委員がおっしゃるように正

雀駅前自転車駐輪場の一部、施設を撤去

して更地状態にしております。ただ、こ

れは交渉中の内容にも結びつくことです

ので、詳細についての答弁は差し控えさ

せていただきたいところでございます。

代替の駐輪場としましては、現在撤去し

ている一時利用の自転車駐輪場の台数分

は正雀川の上のほうに移転はして対応を

させていただいているところでございま

す。

○木村勝彦委員長　弘委員の質疑が終わ

りました。

　暫時休憩いたします。

（午後３時２分　休憩）

（午後３時３分　再開）

○木村勝彦委員長　再開いたします。

　ほかに質疑はございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　以上で認定第１号所

管分の質疑を終わります。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会いたします。

（午後３時４分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長木 村 勝 彦

　建設常任委員　藤 浦 雅 彦
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